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総合教育センターにおけるペーパーレスの取組の一環として
冊子での発行をとりやめるとともに、「埼玉教育」の魅力化を図ります。

Saitama Prefectural Education Center
https://www.center.spec.ed.jp/

令和５年度第１号（No.821）から
“デジタル化”します！

は教育情報誌

来年度で創刊75周年を
迎える「埼玉教育」に
御期待ください。

来年度で創刊75周年を
迎える「埼玉教育」に
御期待ください。

確かな学力の育成・特集　
寄居町立男衾中学校の市川校長
大宮高等学校の鎌田校長に自校の取組を御紹介いただきます。

Coming Soon!
次号から「埼玉教育」は「特集」として大きく２つのテーマを扱っていきます。

その他、多くの先生方、自治体等に実践やメッセージ等をお寄せいただく予定です。
デジタル化した「埼玉教育」に御期待ください。

働き方改革実現に向けて
上尾市立平方北小学校の中島校長
リコージャパン株式会社埼玉支社事業戦略部の倉持様に御執筆いただきます。

埼玉県教育委員会教育長、埼玉県立総合教育センター所長、
文部科学省総合政策局教育人材政策課です。

次号特集❶

次号特集❷

巻頭言は
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はじめに
　教育公務員である教師には法令を根拠に挙げるまで
もなく研修し続けることが求められる。一方、児童生
徒への指導、保護者への対応、その他校務多用の中で
の他校等へ出張しづらい状況、感染症拡大の影響で一
か所に参集しづらい状況等が続き、研修の環境や条件
は制約を受けている。そこで本稿では、地理的にも時
間的にも効率のよい校内研究（研修は「研究と修養」
を指すが以後「研究」に表記を統一）の在り方を見直
し、その充実を図る方法を考えてみたい。

１　授業力を「自己診断」する
　各自が目的意識をもつ校内研究にしたい。そのため
には、児童生徒の学習における課題（問題やめあて）
設定と同様に、教師にも自分の授業に対する課題意識
が必要である。研究授業などで他の教師から褒められ
たり指摘されたりすることはあっても、日々の忙しさ
の中で自己分析はなかなかできないが、これからの児
童生徒に「主体的に学習に取り組む態度」や「自ら学
習を調整しようとする態度」を養うことを考えれば、
教師自身にも「メタ認知」を働かせて自分の授業を俯
瞰して目標（課題改善）の実現状況を捉えようとする
態度が必要ではないだろうか。その第一歩としてのお
勧めは授業力の自己診断である。
　ポイントは、以下のとおりである（また、右段に授
業力自己診断項目も例示するので、参考にしていただ
きたい。）。
・Ａ４判１ページ程度のシートに書く
・毎年、校内研究のスタート時に全教員が書く
・項目は各教委や各校で具体的に考える
・�記述する際は他者の指導や助言は受けず、まずは自
己診断を重視する
　大きく捉えれば「よさ、課題、努力の方向、目指す
授業像」の自己確認である。これを毎年他の教師の内
容も参考にしながら修正していけば、教師の「学習調
整」となる。

巻 頭 言

これからの校内研究の充実策
～「自己診断」と「共有」～

【プロフィール】
　東京都出身。民間企業を経験した後、1984年から東京都で小学校教諭。都
立多摩教育研究所、八王子市教育委員会で指導主事、町田市教育委員会で統括
指導主事、教育政策担当副参事、文部科学省教科調査官、文部科学省視学官、
国士舘大学体育学部教授を経て、2022年４月より現職。著書に「本当に知りた
い社会科授業のコツ（2022年明治図書）」、「できる評価・続けられる評価（2022
年東洋館）」、「教師の学び方（2019年東洋館）」など多数。

２　目指す「ゴールとプロセス」を共有する
　全員参加の校内研究にしたい。そのためには、研究
主題の設定時から全員で考える場が大切になる。次
ページの図１のような共同作業が考えられる。
　ポイントは、以下のとおりである。
・�研究の目指す方向は共有するが、主題（副主題）の
文言は始めから示さない。
・�方向性をいくつかの項目（～に関する内容）に分け
て、それぞれの項目に取り組むとすれば、どのよう
な具体策（手立て）がよいかアイディアを付箋（大
きめ）で出し合う。その際、具体策（手立て）の抽
象度は問わない。付箋には右下に記名する。
・�付箋を整理しながら研究内容の文言を決める（～の
工夫、～の設定など）。カテゴリーにまとめてからで
もよい。
・�研究の目指す方向性を見据えつつ、研究内容を束ね
るようにして主題を設定する。
　このようにすれば、付箋には「各自が取り組むべき
（取り組みたい）事項」が、研究内容には「みんなで
取り組むべき事項」が、それぞれ書かれることになる。
　新規採用（経験１年目）の教師から経験30年以上の
教師までが一緒になって取り組むのが校内研究の特徴
である。各自の経験や課題意識に応じて取り組むべき

大妻女子大学　家政学部

教授　澤
さわ

井
い

　陽
よう

介
すけ

【授業力自己診断項目（例）】

○自分の授業の特徴やよさを挙げると？
○自分の授業で常に心がけていることは？
○「子どもを大切にする」ために努力していることは？
○授業を進める上で難しいと感じていることは？
○これから自分が努力して改善していこうとしている点は？
○他の先生に授業を観てもらうとしたらどんな場面を？
○校内研究で他の先生から教えてもらいたい点や参考にする
　ために観てみたい指導場面は？
○最終的に自分が目指したい授業イメージを言葉にすると？
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巻 
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言

巻 頭 言

事項と組織一丸となって取り組むべき事項が両方意識
され、それらが繋がるように進められるのが望ましい
姿ではないだろうか。

３　各教科等で取り組む
　校内研究において教科等を一つに限定して取り組む
例は多い。しかし、最近では複数教科等、あるいは全
教科等（各自が決める）で取り組む例も増えている（中
学校や教育学部附属小学校等では従来からそうであ
る）。その背景としては、「主体的・対話的で深い学び」
「個別最適な学び」など、児童生徒の学習イメージや
教師の授業イメージが教科等を超えた「共通言語」と
して教師間で共有されつつあることを挙げることがで
きる。
　教科等を限定せずに校内研究に取り組む場合、以下
の図２のように学習指導要領の各教科等の目標（資
質・能力）や特質を踏まえ（明示し）て、一人一人が
提案する形が望まれる。
　ポイントは、以下のとおりである。
・�全教師で自校の子どもに養いたい資質・能力を三つ
の柱に沿った文言で定め、毎年その一つを研究する。
・�各教師が提案する教科等を決めて、その教科等が求
める資質・能力（例：思考力、判断力、表現力）の
実現を目指す授業を実践提案し合う。

【図１「ゴールとプロセス」を共有する作業例】

【図３ 単元の学習展開モデルを基にした研究内容例】

【図２ 教科等を限定せずに進める校内研究イメージ】 【図４ 期待される中堅教員の役割】

　また研究内容としては、例えば図３のように「単元
の学習展開モデル」を共有した上で、研究内容を「取
り付く島」として、各自がどの内容を研究し提案する
かを選択する方法が考えられる。この方法なら教科等
の特質をそれぞれの教師が生かせる。図３の例で「～
授業」と表記しているのは、具体的な手立ては各自で
考えるようにする意図である。

４　中堅教員（組織論のためここでは「教員」とする）
　の活躍を目指す
　企業は業務をマニュアル化してOJTという仕組みで
研修に取り組む。またメンター（教える先輩）とメン
ティ（教わる後輩）という関係も成立しやすい。これ
らの点が難しいのが「教育」という仕事である。しか
し、20代、30代であふれる組織構成になりつつある
最近の学校の現状においてはそうも言ってはいられな
い。そこで目を向けるべきは中堅教員の存在である。
経験何年目から何年目という規定はないが（経験
10-20年位？）、中堅とは英語でmiddle-careerやcenter�
fieldというように組織の中心にいる存在である。その
位置付けにある教員が後輩と先輩の間に立ち、それぞ
れのよさを下記の図４のように上手に引き出せるよう
になれば組織としての力は格段に広がり増していくは
ずである。特に「ベテラン」教員には中堅教員の活躍
を好意的に見つめる眼差しがほしい。校内研究に講師
として関わる際に感じる「活気がある学校」は、その
眼差しが中堅教育のメンターとしての自信を育み、「若
手」教員のメンティとしてのメンターへの信頼に繋
がっていると気付くことが少なくないからである。
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なぜ教員には労働時間削減（時短）が必要なのか?
―健康と業務遂行に着目したデータ分析の結果を踏まえて―

明星大学　教育学部　常勤准教授　神
かん

林
ばやし

　寿
とし

幸
ゆき

はじめに―なぜ教員には時短が必要なのか?
　2019年12月に公立の義務教育諸学校等の教育職員
の給与等に関する特別措置法（給特法）が改正された。
これによって、教員の業務量の適切な管理等に関する
指針が策定されることになった。教員の行う学校教育
活動業務で時間把握が可能なものを在校等時間とし、
在校等時間から正規の勤務時間（1週間38時間45分）
を引いたものを時間外在校等時間とする。この時間外
在校等時間を原則1か月45時間以内、1年間で360時
間以内にするという労働時間の上限が設けられた。
　「学校の働き方改革」は教員の労働時間削減（時短）
として各地で進められており、教育行政・学校関係者
の尽力により、その成果も出ている。他方、「学校の働
き方改革」は教員の時短を進めることが自己目的化し
ているきらいもある。その究極的な事例が教員の勤務
記録を改変するというもので、これまで新聞で報じら
れることもあった。
　そこで、本稿では教員の時短の意味を教員の健康と
業務遂行の点から議論したい。具体的には2021年に
筆者が公立小・中学校教員1,520名（校長、副校長・
教頭、主幹教諭、学級担任教諭、養護教諭、栄養教諭）
を対象に行った調査データの分析を行う1。教員個人要
因と学校要因を統制したうえで、教員の労働時間と抑
うつ・身体的不健康感の関連、教員の抑うつ・身体的
不健康感と業務遂行の状態の関連を検証する2。

分析1―長時間労働と抑うつの関連
　はじめに、教員の週あたり労働時間と抑うつ（K6と
いう指標で測定）の関連について分析すると、小学校
で両者の関係が統計的に有意であることが確認され
た3。つまり小学校では週の労働時間が長い教員ほど
K6の得点が大きい、つまり抑うつ傾向であった。他
方、中学校では労働時間が長い教員ほど抑うつ傾向で
あるとは言えないという結果が得られた。
　図1は小学校教員における週の労働時間と抑うつ
（K6）の関係について分析結果をもとに図示したもの
である。K6は5点以上になると、気分障害・不安障害
の疑いがあると判断される。図1より、K6の得点が5
点以上になる週あたりの労働時間は75時間以上であ
り、特にこのような勤務にある小学校教員には注意が
必要であることが示唆される。
　なお、中学校教員で週の労働時間と抑うつの関係が
見出されなかった背景として、部活動指導の存在が推
察される。部活動指導に長い時間を費やしても、それ
が直ちに中学校教員の抑うつというメンタルヘルスの

不調につながるものではない。このようなことから、
長時間労働の中学校教員が抑うつ傾向であるとは限ら
ないという結果が得られたものと考えられる。

教育法規・情報

【図１ 週の労働時間と抑うつ（K6）の関連（小学校）】

【図２　週の労働時間と
身体的不健康感（頭痛）の関連（小学校）】

分析2―長時間労働と身体的不健康感の関連
　次に、教員の週あたり労働時間と身体的不健康感の
関連について紹介する。本分析では身体的不健康感を
4側面（睡眠障害、頭痛、消化器系障害、呼吸器系障
害）で測定した。
　このうち、小・中学校で共通して週の労働時間と統
計的に有意な関係が確認されたものは、頭痛であった。
図2と図3はそれぞれ小学校と中学校について、週の
労働時間と身体的不健康感（頭痛）の関係を示したも
のである。両者の間に小学校では直線的な関係が、中
学校では二次関数的な関係が確認され小・中学校で関
係式の形状が異なるものの、いずれも労働時間が長い
教員ほど身体的不健康感（頭痛）の得点が高かった。
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【図３　週の労働時間と
身体的不健康感（頭痛）の関連（中学校）】

【図５　身体的不健康感（頭痛）と疾病出勤
（プレゼンティーズム）の関連（小学校）】

【図４　抑うつ（K6）と
疾病出勤（プレゼンティーズム）の関連（小学校）】

分析3―頭痛と疾病出勤の関連
　2000年代以降、産業衛生学の領域では労働者の業務
遂行について疾病出勤（プレゼンティーズム）という
視点からの分析が進められている。疾病出勤とは体調
がすぐれないのにもかかわらず、無理をして出勤する
ことを意味する。
　今回筆者が行った調査には教員の疾病出勤に関する
項目も組み込んだ。そして、小・中学校で共通して教
員の疾病出勤と関連がある要因として析出されたの
が、先述の抑うつ（K6）と身体的不健康感（頭痛）で
ある。
　紙幅の都合でここでは小学校教員の疾病出勤得点と
抑うつ（K6）及び身体的不健康感（頭痛）の関係を表
した図を示す。図4が示すとおり、抑うつ（K6）の得
点が大きい小学校教員ほど疾病出勤の得点が大きかっ
た。同様に、身体的不健康感（頭痛）の得点が高い小
学校教員ほど、疾病出勤の得点が高かった（図5）。
　先述のとおり、小・中学校で共通して長時間労働は
教員の頭痛の訴えをもたらし、加えて小学校では長時
間労働は教員の抑うつ傾向も引き起こすことが確認さ
れた。さらに、長時間労働によって以上のような心身
の不調を訴える教員は、体調が悪いのにもかかわらず
出勤する傾向が確認された。

おわりに―教員の保健と円滑な業務遂行に向けた時短
　以上を踏まえると、教員の時短は、あらためて教員
の心身の健康保持と良好な状態で職務に従事するため
に必要なものと言える。本分析では長時間労働の中学
校教員が抑うつ傾向であるわけではないという結果も
得られ、その背景に部活動指導の存在を考察した。こ
のように長時間労働が教員の精神的健康の悪化につな
がらない場合もある。しかし、長時間労働は教員の身
体的健康を害し、ひいては円滑な業務遂行を妨げる可
能性があるという点で看過できない。
　本分析で明らかになったように、小・中学校で共通
して長時間労働の教員ほど頭痛を訴えていた。産業衛
生学の先行研究で示されてきたように、長時間労働は
脳卒中発症のリスクを高める。本分析では身体的不健
康感を分析に用いたため、厳密には先行研究の分析方
法と異なる。しかし、頭部に不調をもたらすという先
行研究と共通する結果が本分析でも得られた。教員の
健康保持という点で時短は必要な手立てとなる。
　さらに頭痛を訴える教員ほど疾病出勤をする傾向も
確認された。上記の結果とあわせると、長時間労働は
間接的に教員の疾病出勤を引き起こすことが示唆され
る。体調が万全でない状況での勤務は、児童生徒への
教育指導のパフォーマンスを低下させるだけでなく、
事故や怪我といった労働災害にもつながる。教員とし
ての仕事を円滑に行い、その質を高めるためにも時短
が求められる。まさに休むことも教員の仕事なのであ
る。本稿が教職員の皆さんの保健と仕事の質を高める
ための参考になれば幸いである。

付記
　本稿は日本教育行政学会第57回大会（2022年10月16日、於：日本大
学）での自由研究発表をもとに執筆した。

注　
1回収数・回収率は以下のとおりであった。小学校では校長は38名（回収
率82.6%）、校長以外教員503名（64.0%）、中学校は校長33名（80.5%）、
校長以外教員399名（61.7%）であった。
2統制要因として、教員個人要因には性別、年齢、配偶者の有無、子供の有
無、職名（校長、教頭、主幹教諭、教諭の別）、パーソナリティ（ビッグ
ファイブ）を設定した。学校要因には学校規模、学校の児童生徒特性（母
語が日本語でない、社会経済的に困難な家庭環境にある、特別な支援が必
要な児童生徒の全体に占める割合）、同僚・管理職からの支援を設定した。
また以下に示す結果は校長、教頭、主幹教諭、教諭の全体傾向を表す。
3統計的に有意とは、確率論的に今回行った調査データでたまたま関連が
確認されたのではなく、他に同様のデータを集めても関連が確認されるこ
とを意味する。
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「外国人親子への支援と地域住民との
つながりづくり」モデル事業の取組について

塚
つか

﨑
ざき

　章
あきら教育局市町村支援部生涯学習推進課　生涯学習・社会教育担当

社会教育主事兼指導主事

１　はじめに
　平成30年の入国管理法改正に伴い、外国人や外国に
ルーツのある児童生徒数は年々増加している。
　「埼玉県多文化共生推進プラン（平成29～ 33年度）」
では、多文化共生社会づくりを進める上で、「ことばの
壁」「制度の壁」「こころの壁」の三つの壁があるとさ
れている。

【多文化共生を進めるに当たっての課題】

【県内の在留外国人人口と比率の変容】

県教委・施策事業紹介

　本事業は、こうした壁を除き、外国にルーツのある
児童生徒及びその保護者への支援と、地域住民とがつ
ながる仕組みを構築することを目的としたものであ
る。
　令和２年度から令和４年度までの３年間、モデル事
業として、ふじみ野市・ふじみ野市立西小学校並びに
熊谷市・熊谷市立玉井小学校に委嘱し、取り組んだ成
果をここにまとめる。
　　
２　本県の現状と課題

　平成30年度と比較して、令和３年度の県内在留外国
人は16,348人、人口比率は0.27ポイント増加した。人
口減少時代の現在では、在留外国人人口の増加に比例
して、その人口比率もますます上昇することが予想さ

れる。多文化共生社会の実現には、外国にルーツのあ
る児童生徒及びその保護者への支援が不可欠となる。
社会全体で外国人への理解が深まり、当たり前のよう
に共生できる社会を築いていくことが課題である。

３　取組の概要
　⑴　ふじみ野市の取組 　
　�　西小学校では、４年
生の「総合的な学習の�
時間」に、ふじみの国
際 交 流 セ ン タ ー
（FICEC）から講師を
招き、日本と外国の
国々との違いについ
て、学びを深めること
ができた。
　�　また、教育委員会では、市内で活躍する日本語指
導員や外国にルーツのある児童生徒の担任等が参加
する「日本語指導研修会」を開催し、指導上の困り
ごとや解決策を協議し、共有することができた。

　�　さらに、上福岡西公民館では、「こどもにほんご教
室」を週１回開催し、学校外での日本語支援の場を
設けた。また、公民館まつりでは、50着もの民族衣
装を用意して、来場者
が試着したり、写真を
撮ったりする場を設
け、地域住民が多様な
国々の文化や風土に
触れ、日本との違いに
ついて理解が深まる
機会を提供した。

【総合的な学習の時間】

【日本語指導研修会】

【こどもにほんご教室】
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　⑵　熊谷市の取組
　�　玉井小学校では、継続的な日本語指導の支援を目
指して、校内に国際交流支援教室「つなカフェ」を
設置した。
　�　「つなカフェ」は、
市内在住の外国に
ルーツのある児童生
徒を対象に、放課後
開かれる学習支援の
場である。月に２回
程度開催し、宿題を
中心とした学習支援
や日本語指導等を実
施した。その結果、参加児童等からは「学校の勉強
が分かるようになった」、教職員からは「休み時間に
宿題を見なくてもよくなった」などの感想があり、
児童等の不安解消だけでなく、業務改善にもつなげ
ることができた。
　�　また、「こころの壁」の打破に向け、保護者及び地
域住民を対象として、海外の日本人学校で勤務経験
のある教職員や、外国にルーツのある元スポーツ選
手等による「多文化共生講演会」を計５回開催した。
　�　参加者にとっては、外国での生活の様子や日本と
の違い、海外で暮らすことの苦労などについて考え
る時間となった。

　�　さらに、「多文化共生イベント」を開催し、武蔵野
美術大学と連携した「似顔絵を描こう」のほか、「暗
唱発表会」や「いろんな言語でハッピーバースデー
を歌おう」など、アートを通じた交流や多様な言語
に触れる機会を提供した。

４　成果と課題
　⑴　成果
　�　二つのモデル事業の取組を通し、主に以下の３点
が成果として挙げられる。
　・�学校に通う外国にルーツのある児童生徒への支援
策を講じることができた。

　・�保護者や地域住民に対して、理解促進のアプロー
チを試みることができた。

　・�学校だけでなく、様々な団体（NPO、公民館、大学
など）が外国人親子支援に関与することができた。

　⑵　課題
　�　コロナ禍ということもあり、計画の段階で想定し
ていた取組やネットワークの構築等が実現できな
かったことなど、モデル事業として不十分な点も
あった。
　　その中で、以下の２点が課題として挙げられる。
　・�今後も地域住民とのつながりを継続するために、
「学校と公民館」、「学校と地域」の連携のみなら
ず、地域における様々な人や団体が相互かつ有機
的に結び付く必要がある。

　・�それぞれの地域が抱える課題解決の糸口となるよ
うに、効果的な取組事例を幅広く収集していく必
要がある。

５　まとめ

県
教
委・施
策

事
業
紹
介

県教委・施策事業紹介

【つなカフェ】

【多文化共生講演会】

【多文化共生イベント】

【多文化共生アンケートより】

　このグラフは、両市で開催したイベント参加者を対
象としたアンケート結果の一部である。
　外国にルーツのある方が暮らしやすい地域にするため
にできることとして、「みんなとあいさつをする」「外国の
文化に触れる」「外国語の勉強をする」の順に多くなって
いる。このことから、多文化が共生する社会をつくるた
めには、一人一人があいさつで歩み寄り、お互いの文化
を尊重し、理解することが大切と考えたことが分かる。�
　県としては、本事業の取組や成果等を市町村に周知
を図るなど、より一層の多文化共生社会の実現に努め
ることが責務である。
　三つの壁をなくし、地域社会とのつながりづくりを
進めるため、県と市町村とのネットワークを構築し、
多文化共生に関する様々な情報や取組を共有するとと
もに、市町村が地域の実態に応じた取組を推進できる
よう支援していく。



8 「埼玉教育」第 6号（No.820）令和 5 年 3月

�令和４年７月１日の「教育公務員特例法及び教育
職員免許法の一部を改正する法律」の施行に伴い、教
育公務員特例法第22条の2の規定に基づき文科大臣が
定める「校長及び教員としての資質の向上に関する指
標の策定に関する指針」（以下「大臣指針」）も改正さ
れました。これに基づき埼玉県教育委員会では、これ
まで使用してきた「埼玉県教員等の資質向上に関する
指標」を、「埼玉県�校長及び教員としての資質の向上
に関する指標」（以下「指標」）として、令和５年３月
に改訂しました。
�今回の改訂の大きな特徴は次の２点です。
１���「大臣指針」による、「教師に共通的に求められる
資質能力」の「５つの柱」を参考として「指標」を
「埼玉県の校長及び教員として持ち続けてほしい
素養」及びA～ Eの５つの大項目（A：学校運営・
B：学習指導・C：生徒指導・D：特別な配慮や支援
を必要とする生徒等への対応・E：ICTや情報・教
育データの利活用）に整理し、５つの大項目中にさ

「埼玉県 校長及び教員としての
資質の向上に関する指標」について

教育局県立学校部　高校教育指導課・総合教育センター

県教委・施策事業紹介

らに小項目を置き、埼玉県の教員として資質向上を
目指す内容を具体化した。

２�　教員のキャリアステージに応じて、採用前の姿か
ら第４ステージ、さらには校長（管理職）に至るま
で、各ステージで求められている資質を俯瞰的に見
られるように工夫した。

　学校現場の課題が複雑化、多様化する中、教育を取
り巻く環境の変化を前向きに受け止め、教職生涯を通
じて探究心を持ちながら新しい知識・技能を学び続
け、子供一人一人の学びを最大限に引き出し、子供の
主体的な学びを支援する伴走者としての役割が、教師
には求められています。
　教員研修は、年次研修等に加え、自身が目的意識を
もって自主的な研修に取り組むことが重要です。資質
の向上に向けて、�今後どのような資質・能力を発揮
し、どのような姿を思い描きながらキャリアを積んで
いったらよいか考える際に、本「指標」を活用するこ
ととなります。
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　令和４年11月５日（土）、県内企業協力のもと、県
立総合教育センターにおいて、第12回科学の甲子園
埼玉県大会が開催されました。
　埼玉県内の公立、私立の高等学校から20校チーム
が参加し、理科、数学、情報等に関する筆記競技、実
技競技に取り組みました。
　競技の結果、大宮高等学校が総合１位となり、令和
5年３月につくば市で行われる全国大会に埼玉県大会
代表として出場します。
　また、当日は株式会社�SkyDrive広報責任者兼CEO
室長の　宮内　純枝　様による特別講演「空の移動革
命への挑戦～日本発　空飛ぶクルマと物流ドローン
の開発～」も実施され、これからの新しい産業の可能
性や空飛ぶクルマという近未来がすぐそこにあるよ
うなワクワクするお話をいただきました。

　【結果】
　○筆記競技
　　第１位　　　大宮高等学校
　　第２位　　　川越高等学校
　　第３位　　　所沢北高等学校
　
　○実技競技
　　第１位　　　浦和高等学校
　　第２位　　　川越高等学校
　　第３位　　　大宮高等学校

　○総合
　　第１位　　　大宮高等学校
　　第２位　　　川越高等学校
　　第３位　　　浦和高等学校

「第１２回科学の甲子園埼玉県大会」
が行われました！

県立総合教育センター　教職員研修担当　指導主事兼所員　平
ひら

野
の

　正
まさ

人
と

【筆記競技の様子】

【実技競技の様子】

【特別講演「空の移動革命への挑戦～日本発
空飛ぶクルマと物流ドローンの開発～」】

【記念写真】

県教委・施策事業紹介

県
教
委・施
策

事
業
紹
介

【コバトン】
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新設・教育DX担当が担う役割と今後の展望
県立総合教育センター　教育DX担当　指導主事兼所員　内

うち
田

だ
　考

たか
洋
ひろ

１　はじめに
　DXとは「デジタルトランスフォーメーション」の略
で、平成16年にスウェーデンのウメオ大学のエリッ
ク・ストルターマン教授によって提唱された概念で、
「進化し続けるテクノロジーが人々の生活を豊かにし
ていく」というものである。
　一般的には、企業がデジタル技術を活用して、業務
フローの改善や新たなビジネスモデルを創出し、これ
までの習慣からの脱却と企業風土の変革を実現させる
ことを意味している。
　しかし、DXはビジネス分野に限った言葉ではない。
令和２年12月に発表された「文部科学省におけるデジ
タル化推進プラン」では、教育、科学技術、文化芸術、
スポーツの各分野において、ポスト・コロナ期のニュー
ノーマルに的確に対応していくために必要なDXに係
る取組を早急かつ一体的に推進していくことが示さ
れ、ここにDXが用いられたことから「教育DX」とい
う言葉が教育分野で使用されるようになった。
　教育の分野においても、デジタル技術を活用して教
職員や組織の業務のプロセスや学校文化を変革し、変
化の激しい時代に対応した教育を確立することが求め
られている。
　
２　教育DX担当新設の経緯
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、デジ
タルツールの活用が急速に浸透し、「学習者主体の教
育」への移行や、学習データのさらなる活用など、「学
校におけるデジタル化」が急務である。
　また、令和３年３月12日の文部科学大臣による諮問
「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・
研修等の在り方について」を受けて、中央教育審議会
では教員免許更新制度の発展的解消について議論が進
み、令和４年７月１日に廃止となった。それに伴い、
未来志向で自律的に学び続ける教師をサポートするこ
とを目的として、令和５年４月１日より受講履歴の管
理が義務化されることとなった。これにより総合教育
センター (以下、センターという。)の研修に関する業
務についても、抜本的な見直しが求められている。
　このことから、センターの事業において先進事例を
提示し、デジタル技術を活用した教育活動の「変容」
「変革」を促進していくことや、学校現場のDX推進、

DX人材の育成を通して授業力の向上、指導方法の充
実、校務の効率化を図ることを目的とし、今年度教育
DX担当が新設された。
　　
３　教育DX担当の業務
　新設担当としてその業務は手探りで進める部分も
多々あった。令和４年度は具体的に以下の内容を実施
してきた。
　⑴　ICT 教育支援システムの管理運用
　�　所内に整備されたICT機器、Webを通じて提供し
ている研修情報サイト等の情報システム一式を
「ICT教育支援システム」と呼んでいる。これらの
管理運用、及び活用の支援を行った。

　⑵　専門研修の実施
　　ア　管理職対象ICT活用研修会
　　�　小中学校・高等学校・特別支援学校の管理職を
対象として「デジタルシティズンシップ教育」に
ついて、講義及び協議を行った。

　　イ�　タブレットPCを使った協働的な授業づくり
研修会

　　�　小中学校・高等学校・特別支援学校の教員を対
象として、各校種における実践事例の紹介や、ICT
ツールの活用演習を行った。

　　ウ　埼玉県著作権講習会
　　�　小中学校・高等学校・特別支援学校の教員や社
会教育の職員を対象として、改正著作権法第35条
に関する内容を中心とした講義や質疑応答を行っ
た。

　　エ�　中学生・保護者や地域に届く効果的な広報活
動推進研修会

　　�　県立高校の管理職及び生徒募集担当者を対象
に、学校広報活動におけるウェブサイトやSNS等
の効果的な活用方法について講義や実践事例の紹
介を行った。

　⑶ 　次世代の学び創造プロジェクト「まなプロ」の
運用

　�　「まなプロ」とは、企業等が持つ技術やノウハウ等
を生かし、学校教育の課題解決に向けた研究開発を
行う官民連携事業で、生涯学習推進担当の業務を引
き継ぐ形で、継続プロジェクトの運用や審査会の運
営を行った。

総合教育センター事業
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【図 1　教育のデジタル化推進員会のネットワーク】

　⑷　「教育のデジタル化推進委員会」の新設と運営
　�　センター事業のデジタル化をより加速させるため
に、新たに「教育のデジタル化推進委員会(以下、デ
推という。)」を設置し、教育DX担当はその事務局
として委員会の運営を行った。

４　教育のデジタル化推進委員会の役割
　ポスト・コロナ期のニューノーマルに的確に対応し
ていくために必要な教育におけるDXに係る取組を推
進することを目的として新設されたのが「デ推」であ
る。
　デ推は、所長を委員長、総合企画長を副委員長、各
担当のグループリーダーを事務局員、教育DX担当グルー
プリーダーを事務局長として組織構成している。所長を
トップにセンター業務のデジタル化に関する相談、提案、
意思決定が早急かつ一体的に行えるようになった。
　デ推が所掌する事務は、以下の５点である。
・�研修のオンライン化推進と情報セキュリティに関す
ること。
・�GIGAスクール構想による一人一台端末の活用をは
じめとした教育の充実に関すること。
・�「令和の日本型学校教育」を担う新たな教師の学びに
関すること。
・�働き方改革推進に向けた取組に関すること。
・�教育データの利活用による調査研究に関すること。
　センターには、業務改善や組織の連携協力体制の強
化を目的として昨年度発足した「職場活性化プロジェ
クトチーム(以下、PTという。)」というチームがある。
そのPTをデ推の小委員会に位置付けて、よりデジタル
化の視点を取り入れてセンター内の業務改善を行う委
員会とした。
　また「令和の日本型学校教育」を担う教師の新たな
学びについて検討を行うチームとして「あらたな教師
の学びワーキンググループ」を新設し、PT同様デ推の
小委員会とした(図１)。

　デ推は月に２回、企画調整委員会の後に開催した。
所掌する事務の中から毎回テーマを設けて、協議や報
告、情報提供を行い、グループリーダーを通して所内
へ周知を図った。

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

事
　
業

総合教育センター事業

５　業務改善や研修のオンライン化推進に関する取組
　例
　業務改善や研修のオンライン化推進に関する取組に
ついてデ推で検討し、実施した成果の中から一部を紹
介する。
　本県ではデジタルワークを推進するために全庁的に
チャットや文書管理システムを導入している。セン
ターでもその活用推進をするために、元々の業務フ
ローを見直した上で、ルールの検討を行った。チャッ
トについては「チャットファーストで業務改善」とい
うキャッチコピーを掲げて、これまで内線や付箋等で
行っていた所員同士のコミュニケーションをチャット
に置き換えたり、幹部職員への相談、説明についても
積極的にチャットの活用をしたりすることを推進し
た。電子起案については、担当ごとに異なっていた起
案方法を、ファイル名の付け方、インデックスの付け
方、至急案件の示し方などについて、統一したルール
を設けた。
　「まん延防止等重点措置」によりセンターに集合して
の研修が難しい状況があり、オンラインによる効果的
な研修の実施に必要なICT活用スキルを目的に「デジ
タルツールを活用した研修スキルCAN�DOリスト」を
作成周知した。所員が自分のスキルをチェックリスト
形式で振り返り、難しい部分については参考資料等を
見ながら研修できるようになっている。その他、効果
的なオンライン研修の在り方やオンデマンドコンテン
ツの作り方、研修に係る事務作業の効率化などについ
て、マニュアル等を作成して共有したり、所員勉強会
を開催したりした。

６　おわりに
　DXとは単なるデジタル化ではなく業務モデルの変
革によるあらたな価値の創出である。教育DX担当が
担うセンターにおける役割は「デジタル技術を活用し
た研修の高度化と業務改善」であると言える。センター
全体のICTスキル、リテラシーを高めて所員や組織を
アップデートすること、デジタルを効果的に活用して
デジタルエクスペリエンスを推進し、学校組織の内発
的な改善力を高めていくことが今後更に求められる。
　また現在策定に向けた検討が進む次期教育振興計画
では「教育DXの推進」が基本的な方針のひとつに挙
げられている。今後は学校段階においてもその検討が
求められるようになり、その推進に対する需要が高ま
ることが見込まれる。学校へ還元できるよう研究をさ
らに進めていきたい。令和4年度の成果は、調査研究
『「校務効率化」を実現する校内組織マネジメントの向
上』の中間発表として、令和5年度3月中にセンター
ホームページで報告する予定である。
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特集 教職員の資質・能力の向上と働き方改革の推進

教科担任制を通した教員の専門性の向上と
働き方改革の推進

～児童の学力と教員の授業力向上を目指し
　　　「量を減らして質を高める改革」の実践～

八潮市立中川小学校　校長　五
ご

味
み

　理
り

絵
え

子
こ

１　はじめに
　本校は、児童数250名、特別支援学級２学級を含
めて12学級の小規模校で、学校教育目標を「関わりあ
い　学びあい　高めあい」と掲げ、予測困難な社会で
あっても、主体的に未来を切り拓いていける児童の育
成を目指している。また、八潮市では、平成18年度か
ら小中一貫教育の研究を進めており、本校でも、小・
中学校間の円滑な接続を目指して、小中一貫教育の取
組を推進している。

２　テーマ設定の理由
　現在、学校教育が直面する課題として、いじめ・不
登校児童生徒の増加、発達障害の児童生徒の増加、
学習意欲の低下などが挙げられる。また、小学校では、
令和２年度から新学習指導要領が全面実施となり、外
国語やプログラミング教育などの新しい教育内容を指
導するための研修の充実に加えて、従来の教科指導の
ための教材研究や生徒指導、保護者対応、事務処理
など、普段の業務も滞りなく行っていかなくてはならず、
教員の長時間勤務も課題になっている。
　このような状況の中、令和３年１月、中央教育審議
会の「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全
ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、
協働的な学びの実現～（答申）」で、令和４年度を目途
に、小学校高学年からの教科担任制を導入することが
示され、教科指導の専門性をもった教員によるきめ細
かな指導の充実が求められた。
　本校は、ここ数年、教職経験の浅い教員が増加し、
今年度の教員の平均年齢は35.1歳、約半数の教員が
５年経験未満である。このことから、授業の質の低下
や教材研究に費やす時間が長くなることによる教員の
長時間勤務が危惧された。
　このような学校教育や本校が直面する課題を改善す
るためには、質の高い授業による児童の学習内容の定
着並びに教員の働き方改革を進める観点から、教員の

持ち時数を軽減し、教員個々の能力を生かした「特定
教科における教科担任制」と教員同士の学び合いに
よって授業力を高めていく「同学年教員による算数科の
ＴＴ授業」が有効な手立てであると考えた。

３　実践のねらいと期待する効果
　⑴　特定教科における教科担任制
　�　教員自身が専門とする教科や得意分野の教科の
教材研究をすることによって、個別最適な学びと協
働的な学びを往還しながら、子供たちの学びを深め
ていく授業の実現に向けた授業改善に繋がり、児童
に学習内容を定着させることができると考える。

　�　令和３・４年度ともに加配教員が配置されたので、
「教員の専門性を生かした学習指導の充実」「生徒
指導の充実」「働き方改革の推進」を視点に、特定
教科における教科担任制を令和３年度から実施す
ることにした。

【期待する効果】
＝学習指導の充実＝
・�授業準備の効率化によって、教材研究が深まり、専
門的な教科指導ができる
・�学習内容の系統性を意識した授業ができる
・�同一授業の複数回実施により、指導力が向上する
・�学級間における授業の質や評価に差が生じない
＝生徒指導の充実＝
・�複数の教員が指導することで、様々な角度から児童
を見つめることができ、児童理解が深まる
・�学級経営や生徒指導における問題点が早期に発見
され、組織で迅速に対応することができる
・�学級経営から学年・学校経営へと教員の意識が改革
される

＝働き方改革の推進＝
・�教材研究・授業準備による教員の負担が軽減する
・�空き時間が確保されて、教材研究や学級事務が効率
よくでき、時間外在校等時間が減少する
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特集

特
　
　
集

教職員の資質・能力の向上と働き方改革の推進

学　年 教科担任制　実施教科
１学年 音楽・図工

2学年 音楽・図工

3学年 音楽・図工・書写・外国語活動

4学年 音楽・図工・書写・社会・外国語活動

5学年 音楽・図工・書写・社会・体育・家庭科・外国語

6学年 音楽・図工・書写・社会・家庭科・外国語

学

級

担

任

国

語

書

写

社

会

算

数

理

科

生

活

音

楽

図

工

家
庭
科

体

育

外
国
語

空
き
時
数

1-1 Ａ
ベテラン Ａ

Ｋ

得
意
分
野

- ＡＢ - Ａ

Ｍ

中
学
音
楽
の
免
許
有

Ａ - Ａ - 4

1-2 Ｂ
臨任２年目 Ｂ - ＡＢ - Ｂ Ｂ - Ｂ - 4

2-1 Ｃ
ベテラン Ｃ - ＣＤ - Ｃ Ｃ - Ｃ - 3

2-2 Ｄ
臨任１年目 Ｄ - ＣＤ - Ｄ Ｄ - Ｄ - 3

3-1 Ｅ
初任者 Ｅ L 専

科
Ｋ

中
学
社
会
の
免
許
有

Ｅ
Ｈ

Ｌ

得
意
分
野

－ L - Ｅ

Ｎ

得
意
分
野

6

4-1 Ｆ
２年次 Ｆ

Ｏ

得
意
分
野

Ｆ
Ｇ － Ｆ - Ｆ 5

4-2 Ｇ
臨任３年目 G Ｆ

Ｇ － G - G 5

5-1 Ｈ
中�堅 H Ｅ

Ｈ － H
Ｍ
調
理
師
免
許
有

H 6

6-1 Ｉ
中�堅 I Ｉ

Ｊ － I I 6

6-2 Ｊ
４年次 J Ｉ

Ｊ － J J 6

　⑵　同学年教員による算数科のＴＴ授業
　�　教職経験の浅い教員が多い本校において、教員の
授業力を高めるためには、本市で取り組んでいる授
業の流れ「八潮スタンダード［つかむ・見通す］［考
える］［深める］［まとめる］」を意識して、授業改善
を図っていくことと、教材研究を深めて専門性を高
めるために、協働して教材研究をすることが効果的
であると考える。
　�　教科担任制の実施で、学級担任が空きになった時
間を利用して、教員の授業力を高めることを目的に、
経験年数の浅い教員と中堅・ベテラン教員を同学年
に配置し、同学年教員による算数科のＴＴ授業を令
和３年度から実施することにした。
　【期待する効果】
　・�教職経験の浅い教員が、短期間で「八潮スタンダー
ド」に則った授業展開のイメージがもて、授業改
善に繋がる

　・�協働による教材研究によって、教職経験の浅い教
員が、教材研究の方法を学ぶことができる

　・�協働による教材研究によって、専門性が高まるだ
けでなく、効果的なＩＣＴ活用の協議ができる

　・�同一授業の複数回実施により、指導力が向上する
　・�学級間における授業の質の差が生まれにくくなる

４　実践の内容
　⑴　特定教科における教科担任制
　�　加配教員の人数、教員の所有免許状や得意分野、
持ち授業時数を考慮して、教科担任制にする教科と
学年を前年度中に決めた。時間割は、主幹教諭が全
体に関わる授業の部分を前年度中に作成し、新年度
になってから学級担任が完成させている。
　�　教員自身が専門としている教科や得意分野の教科
を教科担任制にしているが、その教員の授業力や専
門性を更に高めるために、初任者への師範授業及び
初任者による研究授業を利用している。
　ア　令和３年度
　　(ｱ)　加配教員などの配置
　　・教科指導充実加配１名
　　・市費会計年度任用職員・語学指導補助員１名
　　(ｲ)　導入概要
　�　�　教頭、主幹教諭を含めて学級担任以外の教員
４名の中に、中学校の社会、美術、音楽の免許
状所有者がおり、また、学級担任の中に、小学
校外国語指導の資格所有者がいたため、学級担
任を含めたこの５名で、教科担任制を実施し
た。

イ　令和４年度
　(ｱ)　加配教員などの配置
　・教科指導充実加配１名
　・小学校専科指導加配１名
　・市費会計年度任用職員・語学指導補助員１名
　・市費会計年度任用職員・理科支援員１名
　(ｲ)　導入状況
　�　教員の４割が異動したが、小学校専科指導加配が
あり、学級担任以外の教員が１名増えたため、今年
度は、学級担任以外の５名で、全学年の書写、社会、
理科、音楽、家庭科、外国語(活動)を教科担任制
にすることにした。学級担任は、空き時間に学級事務
や教材研究を行い、業務改善が図られている。

　＝理科＝
　��　理科を得意とする教員が、「課題」「予想」「計画」
「観察・実験」「考察」「まとめ」の過程を意識した
授業を展開している。時間がかかる実験準備・片付
けは、理科支援員が中心となって行い、教材研究は、
専門性を有している理科支援員と協働して実施して
いる。協働による教材研究で、理科の教員免許はな
いが、今後も理科を担当したいというまでに専門性
が高まり、自信をもって授業を行っている。
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　＝外国語 ( 活動 ) ＝
　�　外国語科の指導法の研究をしていた教員が、語学
指導補助員やＡＬＴと授業を行い、外国語の音声や
基本的な表現に親しませながら、コミュニケーショ
ン能力の育成を図っている。また、相手意識を高め
て英語による表現活動の充実を図ることを目的に、
小小連携オンライン授
業を５・６学年で実施
している。教員の専門
性が高まるだけでな
く、外国語の授業を楽
しみにする児童が増え
た。

　⑵　同学年教員による算数科のＴＴ授業
　�　教材研究で専門性を高めることと八潮スタンダー
ドを活用して授業改善を図っていくことを目的に、
教科担任制で学級担任が空きになる時間を利用し、
１・２学年は週２時間、３・５学年は単学級のため、
３・５学年の学級担任がペアになり週５時間、４・
６学年も週５時間、ＴＴ授業を実施している。
　　ア　協働による教材研究
　　�　教材研究の時間を毎週月曜日の放課後に設けた
が、授業者同士が教材研究の必要性を感じ、ほぼ
毎日、行っている。授業者同士が、つけたい力を
焦点化し、タブレット活用の有無を考え、児童の
思考を意識したノート計画を作成して、授業に臨
んでいる。授業後に改善点をノート計画に書き加
え、別のクラスの授業に反映させている。

　　イ　ＴＴ授業での教員の役割分担
　　�　本校は、ＴＴ授業での教員の役割を明確にして、
それぞれの教員が指導力を発揮できるようにして
いる。主に学級担任が授業を進め、もう一人の教
員が、板書、つまずいている児童の個別指導・小
集団指導、思考を揺さぶる発問をしながら課題に
正対したまとめを学級担任と連携して行うように
している。ＴＴ授業は、授業をしながら他の教員
の指導法を知ることができるため、互いに刺激し
合って教員の授業改善に繋がっている。

　⑶　校内研修
　�　本校は、算数科授業の指導法を研究していること
から、毎週水曜日の放課後に「数学的な見方・考え
方を働かせる授業」「授業改善策」「ＩＣＴの効果的
な活用」「指導案検討」などの内容で校内研修を実施
している。また、算数科における研究授業・研究協
議を年６回実施して、算数科の授業力を高めるとと
もに、校内での初任者研修を利用して、算数科以外
の教科の授業の質や専門性を高めている。

　　ア　研究授業・研究協議
　　�　研究授業の際は、教員
がGoogle�Jamboardをタ
ブレット上で開き、授業を
参観しながら気づいた点を
書き込み、授業のよい点や
改善点を全教員が瞬時に
把握できるようにしている。
授業中に解決策がGoogle�
Jamboardに書き込まれる
ときもあるが、書き込まれ
なくても、解決策を持った
状態で研究協議がスター
トするため、協議の中味が
濃くなるだけでなく、時間
短縮にもなっている。

　　イ　初任者への師範授業・初任者の研究授業
　　�　各教科主任が、初任者への師範授業を実施して
いる。その際、指導案は作成せず、授業のねらい
を把握した上で、その教科の部員、管理職、主幹
教諭、初任者が授業を参観する。授業後に協議を
実施して、教員の授業力や専門性を高めている。

　　�　初任者が研究授業を実施する際は、教科部員と
校長経験者の拠点校指導教員による指導案検討を
実施している。これにより、質の高い授業を目指
して授業後の協議が充実している。

　　ウ　学習者主体の授業
　　�　ＩＣＴを効果的に活用することで授業の質が向
上し、児童の学びが変わるため、本校では、学び
の主体が児童になるようＩＣＴを個別最適な学び
と協働的な学びを支えるツールとして使ってい
る。児童が、課題解決に向けて自ら考え、自分と
考えを共有したい人と端末を介して学び合い、一
斉学習で複数の考えを共有できるようにしてい
る。この学習スタイルが、児童の学習意欲の向上
に直結し、また、主体的・対話的で深い学びの実
現に向けた教員の授業改善に繋がっている。

　　エ　教材のデータベース化による負担軽減
　　�　教員の負担を軽減し、授業準備の効率化と質の
高い授業の実施に向け、スクールタクトを利用し
て作成した教材を昨年度途中からデータベース化
し、教員同士で共有できるようにしている。既存
の教材データを児童
の実態に応じて、修
正・加筆を行うが、最
小限の労力と時間で
行うことができ、教
員の負担が軽減して
いる。

【小小連携オンライン授業】

【タブレットに書き込み
ながら参観】

【タブレット画面】

【教材のデータベース化】

5 学年
『比べ方を考えよう』

『面積の求め方を考えよう』

特集 教職員の資質・能力の向上と働き方改革の推進
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【県学力・学習状況調査 学力レベルの伸び】

５　成果、課題
＝学習指導の充実＝

≪教員の感想≫
【教科担任制】
〇�担当教科の教材研究に専念できて教材研究が充
実し、授業の質が高まった感じがする
〇�複数学年の授業を担当することで系統性を意識
するようになり、授業改善に繋げている
〇�空き時間に他の先生の授業を参観して、自分の
授業に生かしている
〇�複数のクラスで授業をすることにより、指導の
工夫を日常的に行うことができる
〇�ＩＣＴを活用した教材準備をすることができ、
児童の学習意欲の向上に繋がっている
【ＴＴ授業】
〇�協働して教材研究を行うことで、教材研究が深
まり、専門性が高まっている
〇�互いの指導技術やアイデアを交換し合う機会が
増え、刺激し合って授業力を高めている
〇同じ学習進度、内容で学習指導ができる

◆�⇒�最大値（最も学力が高い児童が属する学力レベル）�
■�⇒�75％値（学力順で上から25％にあたる児童が属する学力レベル）
▲�⇒�中央値（学力順で上から50％にあたる児童が属する学力レベル）
×�⇒�25％値（学力順で上から75％にあたる児童が属する学力レベル）
＊�⇒�最小値（最も学力が低い児童が属する学力レベル）

≪令和４年度 全国と県学力・学習状況調査結果≫
　全国学力・学習状況調査では、国語、算数共に全国
平均を上回り、県学力・学習状況調査でも、国語、算
数共に全学年で県平均を上回った。

≪教職員学校評価≫ （４段階評価）

≪教職員学校評価≫ （４段階評価）

≪児童アンケート結果≫肯定的な回答の割合 (％）

≪教員の感想≫
○�自分の学級の児童と離れるので学級経営上心配
したが、空き時間が増えた分、時間と心にゆと
りができ、学級経営が充実している
〇�児童の話題が教員間で共有でき、児童理解が深
まるとともに、教員同士の繋がりが強化し、チー
ムとして対応しやすい
●急な時間割の変更がしにくい

≪教員の感想≫
○�教材研究をする教科が減り、担当する教科の教
材研究に専念でき、専門性が高まっている
〇�全教科の準備をしなくてよいので、授業準備の
時間が短縮した
〇空き時間に事務処理や教材研究ができる
●時間割の作成に時間と労力がかかる

６　今後の展望
　本校では、教員の専門性や得意分野を生かした特定
の教科における教科担任制の導入によって、子供たち
が教科の本質に迫る学びに触れて、学習意欲が高まっ
ただけでなく、学習内容の定着に繋がった。また、協
働して教材研究に取り組む体制を整えたことと校内研
修の充実により、教員同士が学び合い、高め合う姿勢
が育まれ、教員の専門性と授業の質が高まった。
　特定の教科における教科担任制ではあるが、導入す
ることによって授業の質が高まり、児童への教育的効
果が高まるだけでなく、教員の負担軽減・業務改善に
繋がり、教科担任制の果たす役割は大きいといえる。
　今後も、教員一人一人が限られた時間の中で子供た
ちと向き合う時間を確保しながら、より効果的な教育
活動を持続的に行っていけるよう指導体制の工夫・�改
善を図り、子供たちが予測困難な社会を生き抜くため
に必要な資質・能力を育んでいきたいと考えている。

＝働き方改革の推進＝

≪時間外在校等時間≫

＝生徒指導の充実＝

質問項目 Ｒ２ Ｒ４
授業改善を図った 3.4 3.9

質問項目 Ｒ２ Ｒ４
授業がわかりやすい 90.0 95.8

質問項目 Ｒ２ Ｒ４
学校教育目標達成に向けて、
組織的に取り組んだ

3.8 4.0

特集

特
　
　
集

教職員の資質・能力の向上と働き方改革の推進
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学びが楽しい「笑・楽・幸」仕事が楽しい「省・楽・効」
～新しい学びの広沢「笑・楽・幸／省・楽・効」づくり～

和光市立広沢小学校　校長　辻
つじ

　英
えい

一
いち

Society5.0やVUCAの言葉に代表されるような時代でもある今、私たちはどのような
学校をつくり、どのように子供たちを育んでいけばよいのだろうか。

１　はじめに

←【人の関わり】
子供を含め学校に関わる人全ての関
わり方を、このコンセプトで整理して
いく。

【R4 学校経営方針】【R4 校内研修で示したスライドより】

【学校運営】→
教育活動をはじめ、学校で取り組んで
いくことの全てを、このコンセプトで
整理していく。

　特別なことは何もない、ごく普通の小学校である。
ただ少しほかの学校と違うところがあるとすれば、
⑴�　学区内に一軒家の住宅は一つもない。自衛隊官舎
と集合住宅があり、ほとんどの子供たちはそこから
通っている。
⑵　年間100件を超える転出入がある。
の２点があげられる。このことから、本校は６年間通
い続ける子供は半分にも満たない。またいわゆる地元
の地縁による自治会等の学校支援はほぼ難しい。
　そういう中での新しい学校づくりを、ポストコロナ
またはウィズコロナの視点、ICT活用等令和の日本型
学校教育の視点、教職員の働き方改革の視点、の３つ
から見つめ直し、具体的に実践してみた。

２　経営のコンセプト
⑴　「笑・楽・幸」と「省・楽・効」
　本校の職員のアイデアである。これからの広沢小が
どうあるべきかを端的に表す言葉として、学校経営の
柱とした。
　「笑・楽・幸」は子供たちの学びの方向性として元々
使っていたところだが、教職員との打ち合わせをして
いるときに、私たちの働き方の方向性もセットで考え
ていくことが大切では
ないかと、「省・楽・効」
も今年度から一緒に掲
げている。

広沢小学校データ
昭和50年４月（開校48年目）
418名（令和４年11月）
18学級（内特別支援学級３）
和光市広沢１－５

【 創� 立 】
【児童数】
【学級数】
【 住� 所 】

⑵　サブとロジ
　過去私がいた職場の上司から教えていただいた考え
方。サブとは「substance（サブスタンス）」の略で、
具体的な実践や取組など中身のことを指す。またロジ
とは「logistics（ロジスティクス）」の略語で、サブを
実現するための準備等のことを指す。実践等がいくら
素晴らしいものであっても、それが現場で機能するに
は、職場の教職員が納得し、主体的な取組が必要であ
る。そのためには、サブとロジのバランスが重要であ
る。そうすると学校づくりで必要になってくることは、
トップダウンで目立つ行事を行ったり、トレンドの指
導法を導入していったりすることではなく、教職員一
人一人が自分たちで考えて学校づくりにコミットして
いける環境を整えていくことである。そのために、い
いサブが教職員の腹落ちとともに実践でき、学校が「自
走」できるよう、仕組みやプロセスなどロジの改善に
着目した。

３　具体的な実践等
　⑴　新たな経営マネジメントサイクルの構築
　　経営方針を下記のとおり整理した。

「笑・楽・幸」
「笑」…笑顔
「楽」…楽しい
「幸」…幸せ

「省・楽・効」
「省」…省く・省察
「楽」…楽しい
「効」…効果のある

【校訓】
永続的なもの

【学校教育目標】
社会情勢を考慮
し概ね10年程度
のスパンを想定
した目標とする。
より具体的に「目
指す児童像」「目
指す学校像」で補
完する。

【重点目標】
ここを毎年度み
んなで変えてい
く。

【マネジメント】
日々の実践や取
組を経営のプロ
セスで整理する。

特集 教職員の資質・能力の向上と働き方改革の推進
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【R4.10.29 に行われた熟議】

【全体に示したスライドの一部（R4.5 月）】

　⑵　コミュニティ・スクール（CS）の推進
　�　本校は平成30年度から和光市よりCSの指定を受け
ている。昨年度新たな３年間の指定を受け、これまで
の実施方法を刷新し、下記のとおり推進している。

　現在広沢小学校の地域では、地区社会福祉協議会
の立ち上げも同時に進められている。また、公民館
を拠点にし、中学校区を一つのまとまりとした地域
学校協働本部も今年度から立ち上がった。これらの
動きと連動してCSを進めている。
　CSの取組の一つとして、昨年度から保護者、地域
の方、教職員による熟議を行っている。初回の昨年
度は戸惑いの中、管理職主導の実施となったが、今
年度は担当部会の教職員主導で地域の方々と協議が
できた。協議テーマを「学校教育の社会化」とし、
学校教育活動の充実のために、地域の教育資源をど
う活用していくか、また地域がどうかかわっていく
かについて、グループ協議・全体交流の形で行った。

１．混沌を恐れない。みんなで乗り越える。
２．みんなが手探り。お互いにリスペクトを。
３．リーダーシップとフォローワーシップで。
４．この学びは、これからの子供の学び。

　⑶　学校評価の改善
　�　学校評価が、学校教育活動や学校運営の質的改善
につながるよう、学校運営協議会委員と共に内容等
を下記のとおり変えた。

　�　今年度は自己評価の基となる、子供、保護者、教
職員自身それぞれのアンケート結果の速報値を教職
員で共有し、次年度の計画づくりに反映した。

　⑷　これからの校内研究・研修
　�　今年度から新たな学校課題研究を始めたが、始めるに
あたって全員で次のことを確認し、進めている。
　①　校内研修と校内研究（学校課題研究）を整理
　②　教師の学びは組織づくりや職場づくり
　③　４つのお願いしたいこと

　�　このことを踏まえ、今年度は次のような取組をしてみた。
　　ア　研究主題は学校教育目標
　　�　学校教育目標の具現化が最大の目標であること
から、研究主題と学校教育目標は同じとし、特に
焦点化した目標を副題として位置づけ、２～３年
のスパンでの校内研究を模索している。

〜 こ れ ま で 〜 〜 こ れ ま で 〜

〜 現在進めている方向性 〜

〜 現 在 〜

学校（運営）

学校（運営）

・会議は学期に１回程度開催
・委員と会うのは会議の時だけ
・郵送による開催通知
・学校からの参加は管理職のみ
・�学校教育活動の報告とそれに対する
感想
・コロナで開催しない

・回数増（年７回）、また意図した会議を実施
・ICTを活用し、常に委員と接点を持つ。
・熟議を実施（R3から）
・学校からの報告はなし。
・開催連絡はICTによる。
・コロナ禍でも会議を実施（ICT活用）
・管理職に加え、教職員も参加

〇�学校運営協議会は、学校の外部のイメージ
（お客様扱い）

〇評議員（会）からの脱却ができない。
〇学校の教育活動等を、外から評価するのみ。

・学校評価の実施が目的となっているのでは…？
・結果が次年度の経営改善につながりにくい…？

【自己評価のための準備アンケート】
・子供アンケート（11月末）
↓結果をもとに
・保護者アンケート
・教職員自分アンケート（自分自身を振り返る）

自己評価や
学校関係者評価の
根拠の一つとしての
アンケート
(こちらも公表)

❶自己評価
•１月上旬
•準備アンケートを参考にする。
•�県費教職員は、教職員人事評
価の自己評価シート作成と連
動させる（達成状況）。

❷学校関係者評価
•2月初旬
•�自己評価、準備アンケートす
べての結果をもとに関係者
評価をする。
・�次年度の経営方針につなげ
る。

❸結果公表・
　市教委報告
•3月初旬
•�次年度の経営方針（案）
とともに公表する

・１月案内（2月末〆切）
・�教職員アンケート=
�自己評価の認識

保護者・教職員アンケート 結果公表・市教委報告
・Q＆Aによる課題対応
・�3月に公表
・市教委に報告

〇アンケート２種（保護者、教職員）

◎自己評価（アンケートをもとに、教職員による評価）
◎学校関係者評価（自己評価をもとに、学校運営協議会委員による評価）

〇�学校運営協議会は、子供たちを一緒に
育んでいく学校組織の一つ

〇いろいろと意見も出るが、責任も伴う。
〇校長のよき相談相手である。
〇外部の目線を経営に入れられる。

教育
活動

社
会
で

子
供
を
育
む

報告・会議等

観察・評価等

学校運営
協議会

子 供

子 供

教職員

保護者
地域学校運営

協議会

教職員

教育
活動

特集

特
　
　
集

教職員の資質・能力の向上と働き方改革の推進
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　　ウ�　少しずつ自走し始めた
部会

　　�　本校は校務分掌の部会の
取組に課題があったが、こ
れまで取組のなかった部会
が活動し始めている。

　　エ　変わり始めた不登校対策
　　�　登校渋り傾向がある児童に対して、学校としてどう
対応していくか、生徒指導及び特別支援の各主任が
中心となって、具体的に次のことを実践している。

　　○�教育相談室の在り方の検討と実践（現状の確認、
使い方の検討、教育相談員との連携等）

　　○�福祉関係等外部関係機関とのやり取り等（面談
や協議のセッティング等）

　⑵　学校評価
　�　令和４年度の学校評価は、先に述べた方法で、本
原稿作成時現在で、自己評価が終了しているが、下
記のとおりの結果となった。

　　イ�教職員同士での学び
　　�　今年度は、年度当初にこれからの研究・研修の
方向性について職員間でグループ協議等を行った
が、若手、経験の浅い教職員がベテラン教職員の
知見を学ぶ機会のニーズがあったことから、夏季
休業中等にベテランの教職員が指導者となる研修
会を行った。

　　ウ　実践カードの作成・収集
　　�　学習指導案は、授業実践において授業者の意図
や位置づけ、展開等が分かる意義深いものである
が、その準備や作成に手間と時間がかかる。若手・
経験の浅い教職員が多い本校の実態からは、じっ
くり手間と時間をかけた指導案よりは、普段実践
している中のちょっとした工夫等の共有が必要で
あることから、実践カードの作成を行うようにし
た。令和４年12月現在で、約50数枚のカードが
集まり、みんなで共有している。

【教職員による研修会】

【実践カード（一部）】

【保護者への通知の一部】

【ICT を活用したアンケートフォーム
（左：ホームページ、右：実際のフォームの一部）】

【年度当初に示した校務分掌案】 【R4 学校評価速報値（R5.2 月現在）】

【部会からの提案】

　⑸　校務分掌を再検討
　�　どうしても行事や出張等のボリューム感で左右さ
れがちだった校務分掌であるが、現在その在り方を
検討している。年度当初にその問題意識を以下の図
を通して教職員と共有し、１年かけてどういう形が
望ましいのかを考えている。また、現在トレンドと
なっているICTや地域連携に特化した部会「新たな
学校教育部会」を立ち上げた。

４　成果・結果
　⑴　教職員のアイデアの具現化
　�　「笑・楽・幸／省・楽・効」の具現化がボトムアッ
プで以下のように進められている。
　　ア　新しい子供の見取り
　　�　コロナ禍の影響を最大限に減らしつつ、子供た
ちとどう向き合っ
ていくかを、通知
表、個人面談、授
業参観等で再構築
し、新しい子供の
見取りを進めてい
る。

　　イ　「規律ある態度」に対する新しい取組
　　�　生徒指導部会では、今年度から規律ある態度の
項目の中で課題となっている項目を重点化し、毎
月Googleフォームにより達成度を確認している。

アンケート等名称 R3 R4 比較増減
子供アンケート 82.3％ 87.5％ 5.2％↑
保護者アンケート 81.6％ 83.0％ 1.4％↑
教職員自分アンケート 77.3％ 77.7％ 0.4％↑
自己評価 85.1％ 85.9％ 0.8％↑
学校関係者評価 85.5％ 84.7％ 0.8％↓

特集 教職員の資質・能力の向上と働き方改革の推進
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５　実践の考察
　次年度以降への展望を整理する視点で、これまでの
実践を次のとおり考えてみた。
　⑴　 意識したい「ストレッチゾーン」 

　様々な分野で言われている
が、中原（2013）は自身のブ
ログで人材育成の観点から、
職場での学びの環境の在り方
について紹介している。失敗
するリスクが高すぎて、恐怖
が支配する「パニックゾーン」
や、ノーリスクで快適な「コ
ンフォートゾーン」では学び

や進歩はない。挑戦が求められ、失敗するリスクも
あるストレッチゾーンにこそ学びがあるという考え
方で、自校での取組がそういう状況かどうかを常に
確認してきた。教職員一人一人の資質能力や経験に
よる個人差があること、また自分の経験不足から、
まだ客観的なデータや知見がなく、経験則に頼ると
ころが大きいが、次に述べる対話を通してその状況
を常に確認することは重要ではないかと考える。

　⑵　対話を考える
　�　一言で語れなく、模索し続けているのがこの対話
である。岸見（2021）は「対話の前提は対等」であ
り、「『誰』ではなく『何』にフォーカス」すること
が重要であるとして、人物像等に左右されることな
く対話が成立すべきであるとしている一方で、「切り
離せない人格」や「話の内容にはその『人』の背景

　⑷　時間外在校時間の縮減
　�　時間外在校時間は前年度と比較すると、以下のと
おりの結果となった。

※�全国平均を100とし
た時の数値。数値が低
いほどストレスが少
ない。

【職業性ストレス分析レポートより】

【時間外在校時間調査資料（４～ 12 月）より】

【「NAKAHARA-LAB.
net」より】

R3 R4 比較増減

量－裁量 95.2 102.4 7.2 ↑

職場支援 69.8 72.0 2.2 ↑

総合 66.5 73.7 7.2 ↑

R3 R4 比較増減

時間外在校時間（月平均） 37:11 32:04 5:07 ↓

80時間超（延べ人数割合） 3.4％ 0.5％ 3.1％↓

45時間超（延べ人数割合） 34.6％ 25.5％ 9.1％↓

　⑶　ストレスチェック
　�　本校のストレスチェックは、公立学校共済のスト
レスチェックを実施しているが、前年度との比較で
は、以下のとおりの結果となった。

がある」など、対話をする人の人物像等の影響を排
除できない矛盾さを指摘している。学校現場での対
話を見ていても全くそのとおりで、中身の吟味がな
されるべきであるのに、ある発言者の一言によって
話の方向性が大きく変われってしまうことがしばし
ばある。方向性の変更が「誰」によるのか「何」に
よるのかは判定しにくいが、よりよい対話のプロセ
スに教職員が参画することができれば、自覚と責任
感が醸成されることから、今後もそのよりよい在り
方を模索していきたい。

　⑶　教職員の柔軟性と経営プロセスへの落とし込み
　�　日々子供たちと共に教育活動を行っている教職員
の考え方にはいつも目を見張るものがある。その考
え方の実現過程を、経営プロセスの中に位置付けて
いくことが重要である。その意味で、学校の経営方
針はとても大切で、アイデアや実践が学校教育目標
の具現化にどうつながるのかを明らかにすること
で、コミット感が高まっていく。

　⑷　当たり前を謙虚に疑う
　�　日本の学校教育スタイルは、コロナウイルス感染
症による制限により、大きな変革の時を迎えている。
ポストコロナでは、そのことを前向きにとらえ、当
たり前だったことをそのまま元に戻すことをせず、
新たな形に変えていくことは重要である。しかし、
教職員の目線だけで考えると、業務改善の意識に
引っ張られ、その方向性が必ずしも保護者・地域の
理解を得られない場合もある。だからこそCSの推進
が必要であり、CSの推進が学校の新たな動きに謙虚
さをもたらす。反対にCSの推進の中で教職員の思い
が実現できれば、これほど心強いものはない。

６　おわり
　近藤（2013）は大学院の講義の中で、「犠牲的精神
の『子供のため』から脱却し、教師の自己実現の先に
『子供の成長』がある。」旨を学生に伝えた。私はこの
言葉をプレゼンスライド等の最後に使い続けている
が、特に最近、この重要性を痛感している。教職員の
自己実現が自身の成長につながり、自信から生まれる
自覚と責任を胸に生き生きと職務に邁進してほしいと
考え、その先に教職員と子供たちの幸せがあることを
信じている。

【引用・参考文献等】
・�中原淳�「NAKAHARA-LAB.net」立教大学経営学部中原淳研究
室ブログ�2013年4月17日http：//www.nakahara-lab.net/
blog/archive/2542（2023年2月24日最終アクセス）
・�岸見一郎�「怒る勇気」�河出新書�2021年
・�近藤精一�東京学芸大学教職大学院�講義「教師のコンピテン
シー」より�2013年
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伝統123年を誇る児玉白楊高等学校
から新生児玉高等学校へ

～校訓「なすことによって学ぶ」を引き継ぎ、地域探究「こだま学」で更なる飛躍～

県立児玉白楊高等学校　校長　黒
くろ

田
だ

　勇
ゆう

輝
き

【123 年の伝統を誇る「児玉白楊高等学校」】

はじめに（児玉白楊高等学校の沿革）
　本校は、埼玉県北部の児玉地域で「一派温暖育」と
いう養蚕技術を広く農民に伝え、農家の経済と生活の
向上に尽くした偉人、木村九蔵が明治17年に設立した
競進社養蚕伝習所がルーツとなる。九蔵は、平成26年
に世界文化遺産に登録された「富岡製糸場と絹産業遺
産群」の構成資産の一つである「高山社」の設立者高
山長五郎の実弟であり、兄弟で養蚕技術の開発・普及
に努めた人物である。九蔵の没後、その志を継ぐ弟子
たちにより明治32年競進社蚕業学校として開校。昭和
47年、県移管を機に工業課程を併設し、埼玉県立児玉
農工高等学校となり、平成７年、埼玉県立児玉白楊高
等学校と改称して現在に至る創立123年の伝統を誇る
専門高校である。

　以来、農業科である生物資源科、環境デザイン科、
工業科である機械科、電子機械科の４つの学科で時代
の変化に対応した「ものづくり」の専門技術教育をす
すめ、「地域の未来を担う心豊かな産業人の育成」に取
り組んできた。

１　223年分の信頼・新生児玉高等学校
　来年度からは、県立児玉高等学校と統合し、県内初
の普通科・農業科・工業科を併せ持つ高校として再ス
タートする。伝統123年を誇る本校と伝統100年の実
績の児玉高校が統合し、地域社会を支える人材を育成
する学校、「223年分の信頼・新生児玉高等学校」とし
て、地域の期待もますます大きくなっている。今年度
は開校に向けた最終年度としてその準備を余念なく進
めているところである。

２　新校へ引き継ぐ校訓「なすことによって学ぶ」
　新校へ引き継ぐ本校の精神の根幹に専門高校の神髄
ともいえる校訓「なすことによって学ぶ」がある。実

践を重んじ、試行錯誤の中で学んでいくという意味の
言葉である。専門学科では、主体的な実習等の実践を
繰り返し、その経験から知識・技術を身に付けていく。
各教科の座学で学んだことを実習で自ら考え体を動か
し、失敗したり、成功したりという経験を通して自ら
のものにしていく。これこそが教育の原点であると
思っている。

３　新校で取り組む地域課題探究「こだま学」
　新校では更に「地域との協働による学校づくり」を
進める。複雑化・困難化した教育課題を抱え「予測不
可能な時代」と言われる現代、未来を生きる子供たち
には課題解決能力が必要と言われている。その格好の
教材となるのが地域社会を取り巻く様々な課題であ
る。これからの学校は、この地域課題をカリキュラム
に取り込んだ「課題解決型学習」を進めて行く必要が
ある。これを地域探究「こだま学」として進める。
　「こだま学」では、地域の方々との交流の中で、地域
の魅力を知り、愛着や誇りを深めながら学んできたこ
とを活用して地域の課題解決に挑戦する。学んだこと
の活用は知識を更に確かなものとし、交流は学習意欲
を大いに高める。

おわりに
　令和５年度、児玉白楊高等学校は児玉高等学校と統
合して、両校の良いところを生かした新生児玉高等学
校として再スタートする。ただし、今までの伝統と精
神がなくなってしまうわけではない。専門高校の神髄
である校訓「なすことによって学ぶ」をしっかりと引
き継ぎ、両校の伝統を合わせた「223年分の信頼」で
地域に見守っていただきながら新たな伝統を積み上
げ、「児玉プライド」を合言葉に更なる飛躍を目指す所
存である。

新しい児玉高等学校へ
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スポーツ・体育の伝統と
教育を新たな児玉高校に継承
～児玉高等学校100 年の歴史と記録～

県立児玉高等学校　校長　中
なか

山
やま

　義
よし

治
はる

【サッカー部全国優勝パレード（昭和 48 年）】

【オリンピックでメダルを獲得した新井千鶴さん】

はじめに（児玉高等学校の沿革）
　児玉高校は、室町中期に築城された雉岡城の二の丸、
三の郭跡に位置し、卒業生は２万３千名を数える伝統
校である。大正10年に児玉町ほか、10ヶ町村組合立
の児玉実科高等女学校として認可され、翌大正11年に
開校した。当時の記録には１、２年生が同時に募集さ
れたと記されている。「町ぐるみの教育と児玉精神」を
掲げ、地域からの大きな期待のもとに開校した学校で
ある。その３年後の大正14年に埼玉県児玉高等女学校
と改称した。昭和５年に県立に移管し、埼玉県立児玉
高等女学校と改称した。そして、昭和23年に現在の埼
玉県立児玉高等学校になり、翌24年に定時制課程が併
設された。
　本校に限ってのことではないが、昭和初期において
は不況の嵐や、戦時体制という時世の波をかぶり、教
育の機能がほとんど失われる事態もしばしば経験し
た。その中にあっても、進学に、就職に、部活動にと
数々の成果を残し、明るく健全な校風を確立してきた。

１　サッカー部、悲願の全国制覇
　児玉高校の歴史を語る上での大きな出来事として
は、昭和48年のサッカー部の全国制覇があげられる。
この年には、日韓の親善試合にも出場している。サッ
カー部は昭和47年の関東大会優勝を契機に同年全国
総合体育大会３位になり、翌年の昭和48年に三重県上
野市で開催された大会で悲願の全国制覇を果たした。
その後も、昭和49年、50年と決勝まで進出し、惜し
くも準優勝であったが、3年連続決勝進出という金字
塔を打ち立てた。更に定時制課程でも、平成４年に神
奈川県藤沢市で開催された１都７県高等学校定時制通
信制サッカー大会で優勝している。当時の新聞には、
日曜日以外の毎日、定時制の授業が終わった後、ナイ

ター練習を行い、県大会の決勝戦では浦和高校と対戦
し、ＰＫ戦の末、埼玉代表を勝ち取ったと記されてい
る。そして、この年に全日制に体育コースが設置され
た。本校サッカー部の活躍が、のちの柔道部、バスケッ
トボール部の関東大会連続出場や体育コースへと繋
がっていったのである。

２　東京オリンピックで卒業生が金メダルの快挙
　本校100年の歴史の中で、もう一つの大きな出来事
としては、令和３年に我が国で開催された東京オリン
ピックで本校卒業生の新井千鶴さんが金、銀２つのメ
ダルを獲得したことが挙げられる。新井さんは女子柔
道日本代表として出場し、個人で金メダル、団体で銀
メダルを獲得するという偉業を達成した。実は、この
年は本校が実科高等女学校として認可されてから奇し
くも100年目にあたる年であった。
　新井さんのオリンピックでの活躍には、埼玉県のみ
ならず、日本中が歓喜に沸いた。そして、コロナ禍に
ある私たちに勇気と希望を与えてくれた。新井さんの
個人競技でのオリンピック金メダル獲得は、県勢初で
ある。100年の節目と新校へ繋がる素晴らしい本校の
実績である。

おわりに
　令和５年度に本校と児玉白楊高校が統合し、新たな
児玉高校が開校するにあたり、「児玉プライド」を掲げ
ている。これは、100年前に掲げた「町ぐるみの教育
と児玉精神」に共通するものがある。
　新たな児玉高校は、スポーツを中心とした数々の実
績を有するこれまでの児玉高校と、農業、工業の分野
で地域産業を支えてきた児玉白楊高校が一つになる。
　新たな児玉高校は、地域課題探求型高校として、こ
れまでの両校の歴史と伝統を引き継いでいく。

新しい児玉高等学校へ
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　本校は大正11年、飯能町と
９ヶ村（加治・元加治・精明・
南高麗・高萩・高麗・高麗川・
東吾野・原市場）の学校組合
立飯能実科高等女学校として
開校した。初代校長は飯能尋
常高等小学校長を兼務し、校

舎は飯能小学校内に３棟を借りての開校であった。開校
当初は１年生30名、２年生38名の生徒67名、職員７名
という小規模の学校だった。校舎は、小学校の古い校舎
を間借りし、教室は小学生と向かい合って授業をしてい
た。また、多くの先生が小学校と兼任だったそうである。
　大正14年には、初の卒業生（29名）を出した。この
年、吾野、名栗を加え、飯能町外11ヶ村学校組合とな
り、寄宿舎も設置された。
　大正11年に学校組合立として創立したが、当時、旧制
中学や女学校は、浦和、川越、熊谷などに集中し、飯能
などの小都市にはなかった。そこで各地に誘致運動が起
こり、飯能においても懸命の努力が実り、生徒定員600
名以下の高等女学校として開校が決まった。
　時代の変遷にともない、昭和４年に、埼玉県飯能実科
高等女学校と改め、定員も400名と増加した。昭和５年
県立に移管し、埼玉県立飯能高等女学校と改称し、そし
てこの年、野兎の出る桑畑や茶畑地に、念願の校舎が完
成した。現在の飯能高校の場所にあたる。

　飯能高等女学校は、飯
能地域の女子中等教育唯
一の施設であり、修練・研
鑽・精励を旨とし先進教育
を実践した学校だった。�
　昭和８年に校章ができ
た。図案は現在とほぼ同じ

で、「高」のところが青で「高女」と八葉の鏡で囲んであっ
た。昭和16年には校歌、校旗が制定され体制も整って
きたが、戦争が本格化し、昭和18年頃から生徒は学校
を離れて学徒勤労動員にかりだされていった。
　昭和21年頃、数度の学制の改正により、高等女学校生、
併設中学校生、高等学校生（女学校五年生）、そして、女
子高等学校生など、生徒の状況が複雑だった。昭和22年
の学制改革により、新制中学校が発足したため新入生の募
集はなかった。この頃（占領軍の指導の下）PTAが発足し、
昭和９年から続いた保護者会が発展的に消滅した。
　昭和23年、生徒会についても占領軍の指令により、埼
玉軍政部のビーヤー教育長官の指導の下、これまでの校友
会から生徒の自治活動に重点を置く生徒会が発足した。
　昭和23年には、前年の学制改革により埼玉県立飯能
女子高等学校、昭和24年には埼玉県立飯能高等学校と
なり、男女共学となった。そして昭和23年には本校定時
制、昭和29年に越生町に越生分校（越生町毛呂山町学
校組合立埼玉県立飯能高等学校定時制課程越生分校）
という日本一長い名称の定時制課程が併設された。

昭和25年には、埼玉県教育委員会より研究委嘱を受け、
男女共学の研究成果を発表、PTA研究等研究発表を毎
年実施した。昭和26年には、地元の寄付により校地を
2,000坪拡張して図書館など増築し、昭和29年には30
周年記念事業として講堂の増築が完成。その後、体育館
兼講堂、給食室、鉄筋校舎第１期、第２期が終了し、施
設面でも充実していった。
　当時、男女共学とはいって
も男子は少なく、その後も状
況は変わらなかった。しか
し、33年に男子のみ50名の
学級増を行い、男女のバラン
スが図られ、さらに学級増に
よりベビーブームに対応し
た。�昭和30年代には定員も
750名となり、昭和40年には
生徒数1,714名とピークを迎えた。グラウンドの広さも足ら
ない状況となり、線路を挟んで5,000坪が拡張となり、部
活動にも一層力が入った。その後数年にして、県大会、関
東大会、全国大会の優勝など次 と々成果を上げていった。
　昭和50年２月、校歌が女学校のままであったため、新
校歌が制定された。作詞は共学１期生の町田多加次氏。
その後、第２グラウンドの拡張、食堂棟、宿泊学習施設、
地域の防災拠点施設となる格技場など施設が整備され
ていった。

県立飯能高等学校　校長　矢
や

島
じま

　得
とく

充
みつ

【創立当初の校舎】

【昭和４年授業風景】

【昭和 30 年頃の定時制】

【新施設「アクティブラーニング室」】

新しい飯能高等学校へ

　昭和・平成の時代を通じて、文武両道の伝統校として
地域のから信頼と期待をもとに発展してきた。卒業生は
２万５千人を越え、政治・経済・行政等幅広い分野で地
元飯能市はもとより全国で活躍している。一時期発展が
停滞し、地域の期待に十分に応えられない時代もあった。
これまでの歩みを振り返り、学力の向上と部活動の充実
に向けて取り組み、現在、進路希望の実現という目に見
える成果が現れ、地域からの期待が高まっている。
　令和５年、魅力ある県立高校づくり第１期実施方策で、
飯能南高校と統合し、進学を重視した地域と協働する高校
として新たな歩みを始める。単位制の導入により科目の選
択幅を拡大し、多様で教科横断的な科目を設置した教育
課程を編成し、探究的な学びを取り入れ、これからの新し
い時代に求められる資質・能力を育む教育を実践していく。
　創立100周年の節目と新校開校を新たな出発点とし
て、社会に貢献できる人材を育成し地域から信頼され期
待され続ける高校となるよう、これまでの教育と先進的な
教育を最適に融合しながら取り組んでいく。

県立飯能高等学校の百年の変遷
～創立百周年に寄せて～
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‐This is HANNAN（飯南）‐
県立飯能南高等学校　校長　吉

よし
野

の
　勝

かつ
美

み

１　はじめに
　本校は、昭和53年（1978年）4月に、地元飯能市
をはじめ地域の皆様の熱い期待を担って、飯能市第二
の県立高校として、入間川の清流のほとり、緑に囲ま
れ学習環境に恵まれた阿須丘陵に開校した。
　以来、45年の間に施設設備も拡充され、地元飯能市
を中心とする地域の方々の支えをいただきながら、幾多の
課題も教職員・生徒・保護者が一体となって克服してきた。
　県立学校間では、『ＨＡＮＮＡＮ（飯南）』、地域の方
からは『みなみこう、なんこう』、と皆様に愛され期待
に応えることのできる学校に成長した。
　「元気No.1スクール飯南」を合言葉に、すべての教
職員が本気で生徒に向き合い、明るく元気な挨拶が校
内に響く学校である。
　本校を巣立った卒業生は、１万人を超え県内外各界
で活躍し、地域社会を支えている。
　そして、これまで本校に勤務され、一人一人の生徒
の育みを大切にし、生徒に寄り添い指導に当たってく
ださった教職員は738名を数える。
　現在の生徒数は311名（R5.2/1現在）、教職員数は
46名である。

２　本校の教育活動等
　⑴　学習指導
　�　基礎・基本の徹底を図るとともに、学校図書館や
各特別教室を利用した多彩な授業を行っている。１
学年は、少人数学級編制で普通科（３年）には選択
授業が、スポーツコースには、スキー・スノーボー
ド実習がある。

　⑵　学校生活
　�　緑と清流に囲まれた美しい環境の中で、校訓「礼
儀・誠実・協力」のもと、伸び伸びと明るく活気あ
ふれる学校生活を送っている。

　⑶　進路指導
　�　一人一人の夢をかなえるための丁寧な進路指導を
１学年より計画的に行っている。１学年では、進路
適性検査、先輩の話を聞く、進路講演会、体験型進
路ガイダンスなど、２学年では、進路適性検査、卒
業生懇談会、分野別ガイダンス、進路見学会など、
３学年では、分野別ガイダンス、面接・履歴書・小
論文指導など、そして、生徒・保護者を対象とした
進学マネープランガイダンスなどを実施している。

　⑷　学校行事
　�　体育祭、真輝祭（文化祭）、長距離走大会、修学旅
行など様々な行事が、生徒の主体的な取組によって
行われている。

　⑸　部活動
　�　運動部は、広いグラウンドや施設を生かし、活発
に行われ多くの実績を残している。特に、平成４年
の体育コースの設置以降は、スポーツ活動を生かし
て人格形成を目指す学校という本校の特色を定着さ
せ、着実に成果を上げてきた。ホッケー部、陸上競
技部、レスリング部、ソフトテニス部が全国大会に
出場するとともに、実績のあるサッカー部をはじめ
多くの部活動が県大会に出場して素晴らしい成果を
上げている。
　�　特にホッケー部は、17年連続で全国大会出場を果
たし、「ホッケーのまち飯能」の期待に応える活躍を
している。

３　おわりに
　本校は、県教育委員会の「魅力ある県立高校づくり
第１期実施方策」に基づき、令和５年４月に県立飯能
高等学校と統合となり、45年間の歴史に区切りをつけ
ることになった。創立以来、多大なる御支援、御協力
を賜った飯能市をはじめとする地域方々、ＰＴＡ、後
援会、同窓会、県教育委員会、そして県立学校教職員
の皆様に対しまして、この紙面をお借りして深く感謝
申し上げる。
　統合後は、「埼玉県立飯能高等学校南校舎」と名称が
変わり、在校生は、卒業まで引き続き慣れ親しんだこ
の学舎で高校生活を送ることになる。
　飯南がいつまでも忘れえぬ学校として皆様の心の中
で生き続けていくことを願っている。
　そして、本校の校訓「礼儀・誠実・協力」を生かし、
一人一人の生徒の育みを大切にする伝統と校風は、新
校へ確実に受け継がれ、さらに発展・飛躍し、「飯能高
等学校」として、新たな歴史を歩み始める。

新しい飯能高等学校へ
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黒浜北小学校児童の安全を
守るボランティア会

蓮田市立黒浜北小学校 スクールガードリーダー　飯
いい

田
だ

　幸
ゆき

夫
お

【挨拶をして今日の人数を報告する黒北っ子たち】

【可愛い子ども達のために、まだまだ元気に頑張ります！】

１　設立について
　本会は蓮田市立黒浜北小学校開校当時に設立され
た。これまで37年間の取組を継続している。開校当時
の通学路は、畑や林ばかりで民家が少なく、地形的に
もアップダウンや狭小の道路が多いなど、児童の通学
に心配な点が見られたことから、児童の下校に付き添
い安全を見守るこの取組が始まった。
　会の世話役は現在私が務めている。運営については、
万が一の保険や運営資金の関係なども考慮して、皆さ
んの総意で、椿山自治連合会の傘下組織である椿山自
主防災会防犯部としての取組の一つとしている。防犯
部には、地域防犯推進委員を中心とした「椿山防犯パ
トロール」（４班構成）と「黒浜北小学校児童の安全を
守るボランティア会」があり、防犯部の部長も自身が
務めている。

２　活動について
　毎年４月に、黒浜北小学校児童の安全を守るボラン
ティア会と学校管理職との顔合わせを行い、会のメン
バーや仕事内容の確認、最近の地域の安全に関する情
報交換などを行っている。同日に、新１年生の児童と
保護者との顔合わせや付き添いについての説明会も行
い取組がスムーズにスタートできるよう工夫してい
る。

　日々の活動については、毎日２～４名の担当者で児
童の下校を見守っている。私は10年間ほぼ毎日付き添
い下校を行っているが、児童の安全は勿論、成長の過
程も見守りながら、ともに歩いている。「今日はＡさん
のテンションが高く、Ｂさんは落ち込んでいるようだ
から気をつけて見守りを」「途中天候が悪化した場合の
避難場所は…」「通学路に除草剤が散布されているか
ら、枯れた所は歩かせないように」「向こうから来る車
は高齢者運転だから念のため早めにさけて」等々、会
員相互で児童の下校に関する情報は常に共有してい

る。１年生からは「この石はなに？」「この花の名前
は？」「この虫の名前は？」「あの雲は雨を降らす？」
…等の多種多様な質問が飛んでくる。その都度、スマ
ホのGoogleレンズでともに勉強している。こちらから
も、これまでの事件事故に関する情報から日頃気を付
けるべきことや、林と森の違い、命の尊さ…などにつ
いて教えながら歩いている。時には、「縄文時代はここ
まで海だったんだよ。耳を澄ましてごらん。波の音が
聞こえるかな？」など歴史や自然の移り変わりに関心
をもたせるような会話もしている。小さな１年生が心
の触れ合いと四季の移り変わりを通じて、毎日少しず
つ成長していく手応えを感じるのも、この会の活動の
醍醐味である。
　また毎年７月には、スクールガードリーダーとして
黒浜北小学校主催の防犯推進会議にＰＴＡ校外指導部
や地域防犯推進委員とともに参加し、地域の危険箇所
等についての情報交換をし、共通理解の下、組織とし
て児童を守っていけるよう皆で連携を図っている。

３　今後について
　会員は今年度18名であるが、その年齢構成は、最高
年齢89歳、続いて86歳84歳と続き、70代は最も若い
方となっている。児童の下校に付き添い毎日２時間近
く歩くこのボランティアは、時間と体力を持ち合わせ
た新メンバーの勧誘が大変に難しい。今後の後継者不
足が課題である。しかしながら、毎日、学校に迎えに
行くと嬉しそうに待っている黒北っ子たちの笑顔と、
保護者からの感謝の声に励まされ、今日も明日も、明
後日も、尊い命を守るために、黒浜北小学校まで歩み
を進める我らである。

教育課題の解決に向けて
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１　NＰＯキャロットの願い
　地域のつながりの希薄化、核家族・ひとり親家庭の
増加等を背景として、さらに新型コロナウイルス感染
拡大の脅威の中で、子育ての悩みを抱えたまま孤立し
ていく保護者がいる。一方、大人によって傷ついたり
苦しんだりしている子供たちがいる。不登校など子供
の生活上の問題も深刻さを増している。こうした中で、
「どの子も命いっぱい輝かせて成長してほしい。自分
の夢や希望をあきらめないで、未来を自分の力で切り
開いていってほしい」というのが私たちNPOキャロッ
トの願いである。

２　ＮＰＯキャロットの始まり
　始まりは、11年前「埼玉県家庭教育アドバイザー養
成講座」を受講した仲間が中心となり、地域で孤立し
がちな親や子供に寄り添った活動「親子のひろば」を
始めたのがきっかけであった。その輪が広がり多彩な
仲間が集まり、ＮＰＯ法人を設立した。

３　活動の内容
　⑴　キャロットひろば
　�　親子で豊かな自然体験を味わって楽しい時間を過
ごしてほしいとの願いから、野菜収穫体験や、キャ

ロット畑（自分たちで苗
から育てている）のさつ
まいもほりを実施して
いる。
　また七夕まつり・クリ
スマスお話会では絵本
の「読みきかせ」やパネ
ルシアター等も行って
いる。

　⑵　夏休みクールシェア・冬休みウォームシェア
　�　夏休みや冬休みの長期休業中に「子供が一人でずっ
と家の中で過ごしている、お昼ご飯もロールパン一つ」
という情報が入り、「子供
たちが集まれる場をつくろ
う」と公民館との連携事業
として、子供クールシェア・
ウォームシェアの活動を始
めた。地域の諸団体にも
呼びかけ連携の輪が広
がっている。

　�　子供たちは学習タイム・科学遊び・異年齢交流な
ど楽しい一日を過ごす。手作りお昼ご飯（お弁当）
も提供している。地域ぐるみの、子育てに向けて協
同する地域社会づくりと豊かな社会教育の推進にも
なっている。

　⑶　「親の学習」講座
　�　就学時健康診断時
に全保護者を対象に
「子育ては悩みだらけ。
みんなで繋がって乗り
越えていこうね」と保護
者同士の最初の出会い
を大切に、温かい関係が築けるよう努めている。託児
も行い年間400人以上の保護者と関わっている。

　⑷　学習支援 “ ういんぐ ”
　�　「どの子も自分の未来を自
分の力で切り開いていって
ほしい。親の経済的な理由で
夢や希望をあきらめない
で。」との願いから、ひとり
親等経済的理由で塾等に行
けない子供たちに無料で学
習支援を行っている。小学校
１年生から高校・大学受験生
まで。また不登校の子も通ってきている。
　�　学期に１回は体験学習を行い特に調理実習で、家
でも自分で作れる調理に挑戦している。

　⑸　フードパントリー・子ども食堂
　�　ひとり親等の家庭の貧困が深刻さを増している。
コロナ禍ではさらに孤立し厳しい状況に置かれてい
る家庭に無償で食料品を配布している。
　�　また、学習支援“ういんぐ”の子どもたちとその保
護者を対象として「子ども食堂」を始めた。
　�　キャロットのお弁当は愛情あふれるやさしい季節
感いっぱいのお弁当であり、懸命に仕事と子育ての
両立に奮闘している家庭への応援である。

４　これからの課題
　プライバシー保護の観点から今、近くに孤立してい
たり、経済的に困窮したりしている親子がいても見え
にくい。行政とも更に連携して地域の大人が気軽に声
がかけあえるつながりを広げ、寄り添う支援の輪を広
げていきたい。

地域ぐるみで孤立しがちな
親子へ寄り添う支援を
ＮＰＯ法人羽生子育てサポートキャロット　代表　春

はる
山
やま

　教
のり

子
こ

【キャロットひろばの
サツマイモほり】

【冬休みウォームシェア】

【親の学習講座】

【学習支援の調理実習】
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「古い校則 僕らが変える！」
～生徒会が中心となって取り組んだ「学校のきまり」の改定～

神川町立神川中学校　校長　内
うち

田
だ

　隆
りゅう

一
いち

１　生徒会本部役員選挙での公約
　昨年度の生徒会本部役員選挙で生徒会長に立候補し
た生徒（Ａさん）が、このエピソードの中心人物とな
る。
　Ａさんは1年生の時から生徒会活動に参加していた
が、コロナ禍で学校行事も通常どおり行えず、活躍の
場面は制限されてしまっていた。満足な生徒会活動を
出来なかったことを悔やんでいたＡさんは、仲間のた
めに何かできないかと一生懸命に考えていた。そして
選挙公約に「楽しい学校づくり」を掲げ、生徒会長に
立候補したのであった。
　Ａさんは見事に当選し、会長として生徒会活動に取
り組むこととなる。

２　校長との懇談会
　Ａさんが会長となる前の２年生の時から、私は「校
長と生徒会本部役員の懇談会」を定期的に設定し、生
徒会本部役員との交流を図っていた。
　初めての懇談会では、「神川中学校の現状についてど
う考えているか」「めざす神川中学校の姿とは？」「生
徒会本部役員としてどのようなことをしていきたい
か」「学校や町に望むことは何か」「その他、日頃考え
ていることを自由に出し合う」という内容で話合いを
行った。
　本部役員も緊張していたのか、遠慮がちな様子であっ
たが、どの生徒も「神川中学校を良い学校にしたい」と
いう気持ちを持ち、建設的な意見が出されていた。
　昨年10月に生徒会本部役員が改選され、前述したよ
うに「楽しい学校づくり」を公約に掲げて、Ａさんは
会長に当選した。
　選挙後に開いた校長との懇談会では、Ａさんは抱負
として「動く生徒会にしたい」「アンケートをとって生
徒の望みを叶えるようにたくさん活動したい」と語っ
ていた。その会長の意気込みを他の役員たちも感じ取
り、「存在感のある生徒会にしたい」「みんなのために
働きたい」といった積極的な意見がたくさん出された。
まさに「動く生徒会」が誕生した瞬間だった。

３　「動く生徒会」
　Ａさんたちはすぐに行動を起こした。Googleフォー
ムを使い、全生徒に「アンケートの結果を生徒会活動
に生かしていきます。小さなことでもいいので、正直
に答えてください」とアンケートをとった。

　その結果、全校生徒すべてが回答したわけではな
かった（回答率74％）が、具体的な意見として出され
たものの中には、校則についての意見が多かった。
　その具体的な意見の中には次のような鋭い意見もあ
り、教師の側も本気を出して取り組まなければならな
い課題であると考えさせられるものもあった。
　「ツーブロック禁止・男子のヘアピン使用禁止はなぜ
あるのでしょうか。ツーブロック禁止に関しては憲法
第13条で一人一人の幸福追求に対する権利が尊重さ
れます。その人がどういった髪型にするかは安全が確
保できているのなら自由ではないでしょうか？もし
ツーブロックに危険性があるのだとしたら説明してほ
しいです。もし『事故に巻き込まれる危険性がある』
というのならソースの提示をお願いします。」
　このような問いに、どのように答えるべきなのだろ
うか。特別権力関係論で無理やり説き伏せていいもの
だろうか。「大人はずるい」と思わせてしまうだけでは
ないのだろうか。「考えるべき時」が来ているのは事実
だが、教師の側から一方的に変更を告げることが果た
してこの問いの答えになるだろうか。同じようなこと
が将来起こるのではないか。だとしたら、生徒と一緒
に考えていくべきではないか。そんな考えが私の中に
はあった。

４　社会的な動向に背中を押されて
　本校の従来の「学校のきまり」では、髪型について
は「中学生らしい髪型」との記述がなされていた。「中
学生らしい」というのはどのようなことなのかと生徒
に尋ねられた時には、「高校入試に対応できる髪型と答
えるようにしよう」というのが職員間の了解事項で
あったが、価値観が多様化する中で、この規定につい
ては難しい課題があるという認識は教員の中にも出て
きていた。
　また、文部科学省での生徒指導提要の改訂の作業が
進められていく中で、マスコミなどでも「校則の在り
方」についての話題が取り上げられることがあり、私
自身も問題意識を持っていたころに、前述の生徒会本
部役員によるアンケートの調査や話合いが行われた。
　郡市内の中学校長会で話題にすると、やはり改定の
方向で考えているという学校が複数あり、社会的な動
向をどの学校でも反映した対応をしようと考えている
ことがわかった。

教育課題の解決に向けて
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　このような周囲の動向は正直、私の背中を押した。
　私は職員会議で、このような社会的な動向を説明し、
本校でも改定の方向に進んでいこうと考えている旨を
職員に説明した。また、その改定作業には生徒の意見
を尊重して進めていくことも説明した。

５　「学校のきまり」についての話合い
　改定していこうということが決まり、具体的な内容
について、Ａさんを中心とした生徒会本部役員との話
合いを行った。
　Ａさんたち生徒会本部役員にとって、「学校のきま
り」が改正されれば「楽しい学校」が実現されるとい
うような短絡的な考え方ではなく、あくまでもそれは
一部であり、「楽しい学校」実現するための一つの過程
であると考えていることがわかった。
　Ａさんたちはアンケート結果から、「学校のきまり」
のどの部分を変更の対象とするべきかについて、具体
的に拾い上げて考えていった。髪型についての意見が
最も多かったことから、それを重点的に考え、その他
でも変更の必要のある事項を話合いで挙げていった。
　ツーブロックを認めるかどうか、認めるとしたらど
んな問題が起こるだろうか、女子の髪型はどうか、必
ず縛らなければダメなのだろうか、編みこみをする生
徒がいたらどうするか、剃りこみを入れる生徒がいた
らどうするか、等々。
　生徒会本部役員による話合いは、単純に「なんでも
認めていこう」ということではなくて、「神川中学校を
楽しい学校、良い学校にするためにどのように『学校
のきまり』を変えるべきか」というものであった。一
つのことを決めたときに、「どんな影響が出ることが想
定されるだろうか、それは神川中学校にとって良いこ
となのかどうか」という判断基準を持っての話合いで
あった。それは私がそのように導いたわけでも、他の
教師がそのように仕向けたわけでもなく、生徒会長の
Ａさんが繰り返し主張していたことであった。
　例えば、話合いが繰り返し行われる中で、「ツーブ
ロックを認めることで、モヒカンのような極端すぎる
髪型が出てくるかもしれない」「そうしたら学校が悪く
見られてしまうかもしれない」というような、悪い影
響を懸念するような意見が出され、一時は「ツーブロッ
クを認めない方がいいのではないか」ということにな
りかけたこともあった。
　Ａさんは、「自分たちが決めたことで数年後神川中学
校が悪い学校になっていたら責任を感じてしまうか
ら、そういう先のことも考えて決めていきたい」と話
していた。こうした役員の姿勢だったからこそ、改定
作業を任せられたとも言える。

６　教師を交えての話合い、職員会議での提案
　本部役員の案がほぼまとまってきてから、生徒指導
主任や生徒会担当の教師なども入り、一緒に話し合っ
た。そして企画委員会にもかけて、先生方の意見もも

らった。
　面白かったのは、生徒会の原案にはなかった靴につ
いての改定案（色の規定を廃止すること）が先生方の
間から出され、それを本部役員が了承し、改定案に盛
り込むこととなった事である。
　職員会議でも改定案についての検討を行い、先生方
の了承を得て改定をすることとなったが、一連の改定
案のすべてに生徒が関係することができたことは重要
なポイントであった。

７　試行期間の設定と「学年末の見直し」
　手前味噌になってしまうが、本校の生徒会本部役員
が素晴らしいのは、改正をただ行うだけで無く、２学
期からを試行期間とし、学年末の３月に「見直し」を
当初から計画として入れていたことである。
　生徒会長のＡさんは、「自分たちがきまりを変えたか
ら学校が悪くなったということでは申し訳ないので、
学年末の３月に見直しを行いたい。それまでの間は『試
行期間』としたい」ということを全校生徒への提案に
含めていきたいと語っていた。責任をもってこのこと
に臨んでいるということを改めて感じた。

８　全校生徒による投票と決定・試行開始
　生徒会本部役員は、全校生徒への提案と全校生徒に
よる投票を６月に行った。全校生徒へ朝会の時間を使
いオンラインで説明、その後の投票の結果、全校生徒
の84％（261票）が賛成で
あった。この結果を得て、２
学期から試行が始まった。
　２学期になり、変化は
徐々に現れ始めたが、それ
は新しい「当たり前」の毎日
となっていった。

９　Ａさんの夢
　本校での「学校のきまり」の変更は、新聞やＢＳの
テレビ番組などでも取り上げられ、Ａさんはじめ本部
役員たちは普通ではできない多くの経験をすることが
できた。
　Ａさんは、振り返ってこのように言っている。
　「新しい『学校のきまり』の内容を決めることはとて
も大変だった。でも、友達が笑顔で楽しく学校生活を
送っているのを見ると、私たちの努力は報われたと
思った。」
　Ａさんたちの活躍が新聞等で取り上げられたのは、
この校則の改正の事ばかりであったが、実際のＡさん
たちの活動はそれだけではなく、学校生活をより良く
していくための多くの努力をいろいろなところで行っ
ていたことを私は知っている。
　「楽しい学校づくり」のために、努力したＡさんの将
来の夢は「教師になること」である。彼が将来、どの
ような教師になるのか、とても楽しみである。

教育課題の解決に向けて
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新しい時代のニーズに応えるビジネス教育を目指して
～地産審建議を踏まえた埼玉ビジネス教育の実践に向けて～

県立浦和商業高等学校　校長　内
うち

田
だ

　靖
やすし

はじめに
�埼玉県地方産業教育審議会建議「本県における商業
教育の在り方について～新しい時代のニーズに応える
ビジネス教育を目指して～」（令和３年３月）を受け
た、埼玉県のビジネス教育の実践が始まっている。埼
玉県地方産業教育審議会（地産審）が示した問題（理
想と現実のギャップ）とは、次のとおりである。

�これらの問題を受けて、埼玉県商業教育研究会（以
下、「埼商研」という。）に設置された「将来構想検討
委員会」では、解決の方向性として次の提言を行った。

⑴　生徒募集に困難を来たしていること
　平成31年度入学者選抜においては、本県における
商業に関する学科を設置している公立全日制高等学
校(商業高校）の全体の倍率が初めて１倍を下回った。
⑵　商業高校の教育課程に偏りが見られること
　商業教育を構成する４分野のうち、会計分野とビ
ジネス情報分野に比べて、マーケティング分野とマ
ネジメント分野の学習活動が極めて少ない。
⑶　創造力を育む教育がなされていないこと
　ＩＣＴやＡＩに代替されないような、地域・企業・
大学との連携や学際的な取組など、コトづくり（商
品やサービス、仕組づくりなど）をなす教育がなさ
れていない。

⑴　提言１「スクール・ポリシー」の設定
　学校設立の経緯や社会・地域の状況等を踏まえて
「目指す学校像」を見直すととともに、入学から卒
業まで一貫性があり組織が一体となった教育活動を
展開するための「スクール・ポリシー」を策定する。
⑵ 　提言２「マーケティング・マネジメント分野の

強化」
　〇マーケティング分野の１科目以上の必履修
　〇�マネジメント分野の1科目以上の必履修、もし
くは、マネジメント分野の２科目以上の選択履
修を可能とする教育課程の編成

⑶ 　提言３「探究活動の推進とその前提となる基礎
力の育成」
　カリキュラム・マネジメントの中核である、総合
的な探究の時間（もしくはその代替えとして設定す
る「課題研究」）において、その総授業時数の半分以

　この「提言１」と「提言４」については、各商業高
校においてスクール・ポリシーを定め、それに基づく
学校経営や教育活動が展開されている。なお、紙幅の
関係で、本論では「提言２」と「提言３」に関する全
県的な取組を二つ紹介したい。

１　埼商研「教材開発委員会」の設置と取組
　提言２・３に関する具体的な方策の一つとして、埼
商研内に教材開発委員会を設置し、その教材の開発や
利用に埼玉県全体で取り組むことで、オール埼玉商業
の取組を行うきっかけをつくることとした。
　⑴　教材開発委員会設置の背景
　�　商業高校では総合的な探究の時間を課題研究で代
替することが多い中、その履修学年である３年次に
おいて「さあ、いよいよ探究活動を行おう」という
姿勢では、探究活動の質は高まらない。その理由は、
探究活動には、課題の設定、情報の収集、整理・分
析、まとめ・表現の４段階のサイクルがあるが、１・
２年次にその基礎的な方法や内容を学んでおく必要
があると考えられるからである。同時に、１・２年
次のうちから、「主体的・対話的で深い学び」の推進
によって、議論や文章記述が質高く行われるように
なっていけば、３年次における探究活動の質は高ま
り効果が高く発現できる。スポーツに例えるならば、
基礎体力や基礎技術を身に付けてから、応用力の発
揮の場である試合に臨んでいくという進行である。
　�　そこで、埼商研では、「主体的・対話的で深い学
び」を推進するとともに、探究活動の基礎体力・基
礎技術ともいうべき探究活動の４段階の基礎的な方
法や内容を学べる教材を開発することとした。なお、
委員として、商業教育プロパーの校長の推薦を受け
て、全県から11名の商業科教員を選抜した。

上で探究活動を行う。探究活動の基礎力として、「主
体的・対話的で深い学び」の推進による読解力と論
理力の育成や、探究活動を効果的に行うためのＩＣ
Ｔスキルや教科等横断的な視点の涵養を図る。
⑷ 　提言４「自校の在り方・目指す方向性を明確に

する特色ある商業高校づくりの推進」
　提言１～３及びその具体の方策をスクール・ポリ
シーに網羅的・具体的に記述する。

埼玉県地方産業教育審議会建議（令和３年３月）を受けた、新しい時代のニーズに応え
る埼玉ビジネス教育について、建議を踏まえた実践研究の考え方と実践を報告する。

教育課題の解決に向けて
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　⑵　教材開発委員会の作成する教材
　�　教材開発委員会は、商業に関する科目である課題
研究や総合的な探究の時間における探究活動が効果
的に行えるよう、開発に関する以下の申し合わせを
行った。

　⑶　教材開発の取組

　�　教材開発委員会では、次年度に使用する教科書の
教材開発を年次進行で進めることとした。令和３年
度は４年度の使用教科書のうち、科目「ビジネス基
礎」について教材開発を行い、令和４年３月末、埼
商研会員校に向けてGoogle�Classroom「埼商研教材
開発委員会」にて教材の公開を開始した。その後、
埼商研会員校がアップ済みの教材をカスタマイズし
た教材や、自ら新たに開発した教材を「埼商研教材
開発委員会」ルームに集積していく。これは、埼商
研教材開発委員会版のウィキペデイアを運営してい
くようなイメージである。こうして、いずれは埼商
研の会員校が教材を開発・運営する、自走する教材
開発組織や仕組に発展させたい。
　�　令和４年度は５年度向けの教材を、５年度は６年
度向けの教材を順次開発していくことになっている。

２　リテコンの導入と実施
　リテールマーケティング・コンテスト（以下、「リテ
コン」という）とは、日本大学商学部の岸本徹也教授
のゼミナール（岸本ゼミ）の学生が企画・運営するマー
ケティングに関するクイズ大会のことである。このク
イズ大会に埼玉県内の商業高校生が参加し、競い合
い・学び合いを行うものである。
　リテコンの目的は、学校教育法や現行高等学校学習
指導要領の目指す、いわゆる学力の三要素である知
識・技能や思考力・判断力・表現力等や学びに向かう
力・人間性等を商業高校生にバランスよく育むことに
ある。本論の文脈からは、先の提言２に関連してマー
ケティング分野の強化に加えて、提言３の主体的・対
話的で深い学びや探究活動を推進していくことにな

る。リテコンでは、クイズ大会にありがちな知識の多
寡を問う問題に加えて、「なぜ」を問う短文問題や、協
働しながら答えとその根拠を導き出すチーム問題も取
り扱う。
　令和３年度の第31回全国産業教育フェア埼玉大会
では、広く全国から商業高校生の参加を得てリテコン
を実施し成功を収めた。しかしながら、一部の商業高
校や商業高校生に限られていたリテコンの限界も指摘
された。そこで、令和４年度は、以下の図のとおり、
多くの商業高校生や商業高校を巻き込みながら、マー
ケティングの授業の中でリテコンに関する学習を進め
ていけるような仕組を構築した。
　ところで、授業の中でリテコンの学習を進めるには、
教科書に準拠した学習教材が必要である。この教材づ
くりには、岸本ゼミが取り組むことになっている。一
方、各商業高校には、この教材を用いながら授業を行
い、リテコンへ参加する代表生徒を校内選抜するよう
な仕組を紹介した。そして、埼玉県産業教育フェアに
おけるリテコンを通じて得た経験や知見を基に、教材
のさらなる精緻化を図るのである。なお、この教材は、
Google�Classroomを通じて各商業高校へ提供してい
る。

⑴�　マーケティング及びマネジメント分野に属する
科目、並びに課題研究に重点を置くこと
⑵�　協調学習やＰＢＬ（課題解決型学習）などのス
キルをつかいながら、読解力や論理力の育成に重
点を置くこと
⑶�　ＩＣＴについて学ぶのではなく、ＩＣＴをつ
かって学ぶという情報リテラシーの育成に重点を
置くこと
⑷�　教科等横断的な視点を持った教育内容・方法に
よる授業の実施が図られることに重点を置くこと
⑸�　カリキュラム・マネジメントの中核である探究
活動の推進につながるよう配慮すること

終わりに
　これまで多くの商業高校で行われてきた資格・検定
試験を推進力とした学びは、試験がペーパーテストで
あるが故に、知識・技能の習得の多寡を測定すること
に偏りがちであった。「今日、簡単に教えたりテストし
たりできる事柄は、コンピュータや機械で容易に行わ
れるようになった。こうした21世紀の変化をコント
ロールし、よりよい世界を構築するためには、私たち
の想像力・認識力・責任感こそが必要となる。」（アン
ドレアス・シュライヒャー「教育のワールドクラス－
21世紀の学校システムつくる」、2019、明石書店、一
部筆者要点抜粋）のとおり、商業高校には学力の三要
素を育み測定しながら次の指導に生かす、指導と評価
の一体化が求められている。その仕組の構築が、新し
い時代のニーズに応えるビジネス教育につながる。

教育課題の解決に向けて

教
育
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１　はじめに
　令和４年12月に文部科学省がまとめた「通常の学級
に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に
関する調査結果」が示された。それによれば、「学習面
または行動面で著しい困難を示す」とされた児童生徒
の割合は、小学校で10.4％となった。ここから、１ク
ラスあたり３人の児童の割合で特別な教育的支援を必
要とすることが分かる。本校でも例外なくさまざまな
教育的ニーズがある児童が多く在籍する。その現状か
ら、さまざまな面で個に応じた支援や配慮が必要と
なっている。

２　実践のねらいと期待する効果
　一人一人の学びを充実させて、主体的・対話的で深
い学びを実現するために、特別支援教育の視点での手
立てや配慮は欠かせない。その視点に立った学校生活
での配慮や授業の実践、学級活動を通して、一人でも
多くの児童の自己肯定感を高めていくことをねらって
以下の実践を行った。

３　実践の内容
　⑴　日常生活における特別支援教育的な配慮
　　ア　日課表の提示
　　�　ホワイトボードを活用して毎日授業内容を示し
ていった。見通しを持た
せることで、情緒不安定
な児童も急な変更に不安
になることなく、安心し
て見通しを持つことがで
きるようになった。他の
児童も先を見通して行動
する習慣が身につき、朝
のうちに何ができるかを
考える児童も増えてき
た。

指導力向上のための実践論文

特別支援教育の視点を生かし、一人一人の自己肯定感を高める学級経営
～学級における一人一人の多様なニーズに対応した教育の推進を目指して～

学級の中には様々な教育的ニーズを持った児童がいる。児童一人一人にとっての
よりよい学びを実現するために特別支援教育の視点に立った配慮や手立ては欠
かせない。そのことを踏まえた学級経営の実践について紹介する。

川島町立中山小学校　教諭　田
た

平
ひら

　学
まなぶ

　　イ　指示の出し方
　　�　指示の出し方についても配慮していることがあ
る。短い時間で端的に伝えることである。そのた
めに、指示を出す場面では指示の数を三つ以内に
することや一つの指示で一つ活動をさせることを
心がけている。また、話をする場面では、30秒や
１分以内に伝えたいことをまとめて、集中して話
を聞く態度を育てるようにした。

　⑵ 　学力に課題がある児童の主体的な学びを促す授
業実践

　　ア　�学力に課題がある児童も意志表示・発言でき
る発問

　　�　主体的な学びを促すために誰もが分かる・誰も
が考えたいと感じる発問が重要である。そこで、
導入場面では二者択一の発問や前時の学習内容を
振り返る発問をすることで、全児童が意志表示・
発言できるようにした。そして、本時の課題へと
つなげるように心がけた。

　　イ　「小さな共有」をする小グループでの話合い
　　�　「小さな共有」とは、３名程度の小グループで短
時間の話合いを行い、既習事項や自分の考えの方
向性を確認したり考えを広げたりするための場で
ある。特に学力に課題がある児童にとって、この
小さな共有を行うことで、自分の考えに自信を持
つことができるようになった。

　　ウ　全体での友達の考えを説明する活動
　　�　全体での話合いの場面では、ICTを活用して児
童のノートを提示する。「この人の気持ちは分か【日課表の提示】

【小さな共有をする話合い】 【友達の考えを説明する
活動でのICTの活用】
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指導力向上のための実践論文

【壁面での家庭学習の掲示】

【短冊ノートの児童の記述】

る？」と発問を投げかけ、取り上げた児童がどん
な考え方をしたのかを話し合う活動に積極的に取
り組んだ。その際、学力に課題がある児童の考え
を積極的に取り上げるようにした。自分の考えが
取り上げられるだけで、それが自信となり学習意
欲の喚起につながる児童もいる。さらに、自分の
考えを説明できなくても、他の児童が「こう考え
たんじゃないかな。」と説明し合うことで、自分の
考えをより確かなものにしたり思考を修正したり
することができるようになってきた。

　⑶　自己肯定感を高めていくための取組
　　ア　家庭学習の賞賛と掲示

　　�　ほんの小さなことでも大きく取り上げて賞賛す
ることで、日々児童が自信を持てるようにしてい
る。その一つの取組が家庭学習である。頑張った
内容を毎日給食後の時間を使って紹介している。
また、そのノートのコピーを教室横の壁面に掲示
している。年間を通して、取り組んでいくことで
学習内容の質も高まった。

　　イ　帰りの会を活用した友達の賞賛
　　�　友達から賞賛されることも、自己肯定感をより高
めることにつながると考える。帰りの会で友達の頑
張りを伝える場面を設定した。その日の日直が、く
じを引いて決まった特定の児童をよく見て、帰りの
会で頑張っていた場面を発表する活動である。一
人あたり年間で６回以上賞賛される場を確保する
ことができた。

　　ウ　短冊ノートを活用した一日の振り返り
　　�　自分自身でも自分のよさを見出せるようにした
いと考えた。その取組として、帰りの会に一日を
振り返る場を設定し、一日の中で一番頑張ったこ
とやできるようになったことを短い文で記録する
活動に取り組んだ。分割したノートを活用するこ

とで、書くことへの抵抗を減らし、児童が取り組
みやすくなるように配慮した。

４　結果と成果
　今回の実践から、以下の結果が得られた。

〇�３年生になってからできるようになったことや自信が

持てるようになったことはありますか。（％）

〇具体的にどんなことですか�（児童の記述）

ある どちらかと
言えばある

どちらかと
言えばない ない

76％ 24％ ０％ ０％

　成果として、アンケートの結果から全ての児童が、
できるようになったことや自信が持てるようになった
ことがあると感じることができ、自己肯定感が高まっ
た。また、できるようになったことについても上記の
記述のように具体的に捉えることができた。そして、
児童同士の中で友達のことを理解しようとする意識が
高まり、学校生活の中で自然と支え合う場面や授業で
進んで他者と共に学ぼうとする協働的な学びの姿が増
えてきた。

５　今後の展望
　これからの教育では、今まで以上に多様な教育的
ニーズを持った児童が増えてくることが予想される。
その一人一人のニーズに可能な限り対応し個に応じた
指導をしていくことで、主体的・対話的で深い学びの
実現につながると捉える。
　そのために、日々、当たり前に取り組んでいる教育活
動を一旦立ち止まって振り返り、どのような支援や配慮
ができるかを考えていくことを今後も大切にしていきた
い。そして、全ての児童にとってよりよい教育の実現を
目指していく。

実
践
論
文
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他者とのつながりの中で考えを深め
自尊感情を高める生徒を目指して
～ICTを活用した思考力・判断力・表現力の育成～
今回は、数学を中心に、実践したものを紹介する。

北本市立東中学校　教諭　梶
かじ

原
はら

　将
まさ

人
と

１　はじめに
　北本市は、昭和46年11月に埼玉県内で33番目の市

として誕生し、昨年度、市制施行50周年を迎えた。本

市は埼玉県の中央部に位置し、首都圏45キロメートル

という立地条件にありながら、美しい里山や雑木林が

暮らしと隣り合う穏やかな緑のグラデーションを描く

街である。本校は、昭和47年、市内2番目の中学校と

して開校した。学校は桜の木に囲まれ、緑豊かで落ち

着いた環境である。本校の学校教育目標は「正しい判

断力とたくましい行動力をもった生徒の育成」である。

その実現に向けて「誇れる“まなびや”歌声響け東中～

全力�協力�創造力」を新たなキャッチフレーズとして、

様々な活動に取り組んでいる。

２　テーマ設定の理由
　昨今、社会は、情報化やグローバル化による変化が

著しい時代となっている。そのため社会にはそれらに

よる多様性がもたらされ、急激な情報化の進展により、

多くの人々が、コンピュータやタブレット型端末、ス

マートフォン等の情報機器を使い、ネットワーク通信

を行っている。学校現場でも同様で様々な情報機器が

導入され、校務支援や授業支援の上で、教師を大きく

サポートしている。また現行の学習指導要領では、各

教科におけるICTの活用が明記されている。つまりICT

を効果的に活用した授業づくりが重要視されていて、

ICTを活用することによって思考力、判断力、表現力

を育むことが必要とされている。そして文部科学省の

「教育の情報化ビジョン（2011）」では、「ICTの活用

により、一斉指導による学びに加え、子どもたち一人

一人の能力や特性に応じた学びや、子どもたち同士が

教え合い、学び合う協働的な学びを推進することによ

り、基礎的・基本的な知識、技能の習得や思考力、判

断力、表現力等の主体的に学習に取り組む態度の育成

に資するもの」、「情報活用能力を育むことが思考力・

判断力・表現力を育むことにつながるとともに、教科

内容をよりよく理解したり、思考・判断・表現したり

できるようになる可能性がある」と言及している。本

市では、電子黒板やタブレット型端末の導入が進んで

おり、これらを効果的に活用し、生徒の思考力・判断

力・表現力を育成する。またこの三つの力の育成のた

めには言語活動の充実が求められる。本校で研究をし

ていた学び合いの形態をとりながら、他者とのつなが

りの中で、自分の考えを深めたり、他者の学びに貢献

したりすることで、自分の存在が周りの人の役に立っ

ていると感じる自己有用感を高める生徒を目指すため

に、この研究主題・副題とした。

３　実践のねらいと期待する効果
　ICTを効果的に活用することで、数学的に考える力

や様々なデータを収集・整理・分析し、その結果をも

とに判断・表現・思考できる力が育成できると考えた。

４　実践内容
　⑴　日々の活用
　�　毎週火曜日、木曜日の朝学習の時間に、全学年で、

学びポケットの「みんなでプログラミング」で、タ

イピング練習やプログラミング学習、「Eライブラ

リ」で個別学習を行った。活動を始めた当初は、タ

イピングが遅い生徒も繰り返し行うことでタイピン

グスピードも上がった。また日々扱うことにより、

操作にも慣れていった。

　⑵　数学の授業での活用
　�　中学校学習指導要領では「身に付けさせること」

として、１学年「コンピューターなどの情報手段を

指導力向上のための実践論文
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【生徒が入力し算出したデータ】

【生徒が入力し算出した箱ひげ図】

用いるなどしてデータを表やグラフに整理するこ

と」２学年「コンピューターなどの情報手段を用い

るなどしてデータを整理し箱ひげ図で表すこと」３

学年「コンピューターなどの情報手段を用いるなど

して無作為に標本を取り出し整理すること」が明記

されている。

　　ア　中学１学年での実践
　　�　1学年では、「資料の活用」の単元で、まずは従

来通りの学習を行い、その後、Googleスプレッド

シート（以下、スプレッドシートという。）を用い

て復習を行った。スプレッドシートを用いる授業

では、教師が数式を入力したシートを配布し、生

徒たちは入力するだけで、値が勝手に算出する流

れはよく見たが、これでは学習指導要領にある「身

に付けさせること」を達成できないと考えた。そ

こで、①入力②データの並び替え（昇順）③代表

値を算出する数式の入力④ヒストグラム⑤度数折

れ線を自分たちでできるように授業を行った。①

～③の流れを毎回10～ 20個のデータで行うこと

で、スムーズに行うことのできる生徒も増えて

いった。

　　�　上記が、生徒自ら①～⑤で作った資料で、生徒

同士で、データ入力の間違いがないか、資料を比

較してどんなことが推測できるかを進んで話して

いたのが印象的だった。

　　イ　中学2学年での実践
　　�　2学年では、「箱ひげ図」の単元で、従来通りの

学習を行い、スプレッドシートを用いて復習を

行った。①入力②データの並び替え（昇順）③代

表値を算出する数式の入力（最大値、最小値、第

1四分位数（QUARTILE.EXC(セル：セル,1)）、第

2四分位数（中央値(MEDIAN)）、第3四分位数

（QUARTILE.EXC(セル：セル,3)））④ヒストグ

ラム⑤箱ひげ図の流れで生徒は活動し、データの

比較を行った。

　上のデータを選択し、グラフの種類をたこ足チャー

トにすることで箱ひげ図がでる。

５　結果、成果等
　最初は、生徒の力のみではできなかったものも、回

数を重ねることで、自らの力で箱ひげ図まで出せるよ

うになった。また入力後は周りの生徒とデータの比較

検討をスムーズに行え、話し合い活動も活発的になり、

ICT活用によって思考力、判断力、表現力を高める点

で効果的であったと感じている。そして、この実践を

通じて、体育祭の大縄や全員リレーのデータを取り、

比較していた生徒もいた。今回の実践が将来の生徒た

ちの役に立つのではないかと考える。

６　今後の展望、課題
　今回の実践は、数学のデータの単元に絞って行った

ので、他の単元や、他教科でも生徒の思考力・判断力・

表現力の育成を目指した授業を考察していきたい。ま

た、活用だけに焦点を当てるのではなく、生徒が将来

社会に出た時に必要な情報活用能力や、中学校生活の

中で身に付けておきたい情報活用能力のカリキュラム

などの作成をしていき、学校全体で生徒を育んでいく

システムを構築していきたい。

指導力向上のための実践論文
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 新しい農業教育を羽生から！！
～様々な連携事業とソーシャルメディアを生かした情報発信～

県立羽生実業高等学校　教諭　内
うち

木
き

　雄
ゆう

飛
ひ

１ はじめに
　本校は、埼玉県羽生市に所在し、商業科・情報処理
科・園芸科・農業経済科の4学科を持ち、全国でも数
少ない農商併設専門高校である。今年度で創立103年
を迎える歴史ある本校は、通称「羽実（はじつ）」とし
て親しまれ、羽生市を始め、多くの産業分野で活躍し
ている卒業生や地域に支えられて今日を迎えている。
　これまで農業経済科環境資源コースでは、基本的な
農産物の生産、活用、地域交流の3本柱で生徒と共に
学習を深めてきた。地域交流では羽生市のこども園と
の交流学習や絶滅危惧種であるムジナモの保護、羽生
市のイベント、羽生市観光プロモーション課・（一社）
羽生市観光協会との連携など様々な連携事業を行って
きた。しかし、羽生地域の人口減少や農業の衰退など
街に活気を取り戻すための課題は多くある。そこで地
域と学校が手を取り合って連携し、地域の活性化に向
けた課題解決の一助になればと考えている。

２　概要
　本校の農業経済科環境資源コースでは、開かれた学
校づくり、学校から地域を盛り上げるということを軸
に羽生市観光プロモーション課・（一社）羽生市観光協
会との連携を密にし、様々な連携事業を行った。そし
て、農商併設専門高校の特色を生かした新たな地域特
産物の開発をするため、産学官連携として羽実ハニー
プロジェクト、スマート農業の実践を行った。

　また、本校の取組を発信するために地域イベントの
参加やSNSの活用に力を入れている。そうすることで
地元の企業や地域の方、保護者・生徒と距離が近くな
り、より本校の取組を知っていただけると考え開始し
た。

【羽生実業高校の公式 SNS】
左・Instagram　右・Twitter

×

３　実践内容
　⑴　産学官連携
　　ア　羽実ハニープロジェクトの開始
　　�　令和3年の4月から産学官連携事業として、全国
まちづくり交流協会にプロデュースしていただき、「羽
実ハニープロジェクト」がスタートした。本校、（一
社）羽生市観光協会、株式会社ワイズ技研と連携し、
羽生市の新たな地域特産物の開発として養蜂をス
タートした。養蜂は週に1度の内検（養蜂箱を開けて
ミツバチの健康状態の確認する）という作業がある
が、この作業が非常に大変で難しく月に1度、養蜂
家の方に指導いただきながら実習を行ってきた。羽
生市は蜜源が豊富なことから総重量400ｋｇ/年の
はちみつを採蜜することができた。「純国産、非加
熱、生はちみつ」は非常に貴重であり、羽生市の新
たな地域特産物として大きな可能性を感じている。

　　イ　羽実ハニー商品化
　　�　産学官連携にて、養蜂を開始し今年度2年目を
迎えた。羽生市は「利根川の土手」や「藤の花」
などの蜜源が豊富ではちみつの収量が見込めるこ
とから、「羽実ハニー」の商品化を目指した。本校
にて、はちみつの製造許可を取るために生徒と共
に協力し許可を得ることができた。また、羽生市
観光プロモーション課に羽生市の公式キャラク
ターでもある「ムジナもんはちみつver」を作成
していただいた。また本校の情報処理科では
Adobe�illustratorを使用した授業展開をしていた
ため、「ムジナもんはちみつver」を使用した瓶の
ラベル作成を依頼した。

　　�　生徒の自由な発想から様々なデザインのラベル
が完成し下記のラベルが選ばれた。使用しやすい
ようアレンジを加え、商品用ラベルとなった。

【ムジナもん
はちみつ ver】

【生徒作成のラベル】 【商品化された
「羽実ハニー」】

指導力向上のための実践論文
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　　ウ　ドローンを使用したスマート農業の実践
　　�　本校では稲作について学習を行っている。1年
生の「農業と環境」では手作業で田植え、稲刈り
を行い、2年生以降は農業機械を使用した稲作の
実習を行っている。近年、農業にもドローンを導
入し作業の軽減化ができるようになってきたが、
高価なものであり授業で触れることができなかっ
た。そこで株式会社ワイズ技研に協力していただ
き、ドローンにて米の直播と除草剤の散布を行っ
た。収穫したコメは「羽実ドローン米」と名付け、
羽生市のふるさと納税返礼品に出品した。

　⑵　地域イベントへの参加
　　ア　羽生市観光協会と連携した販売実習
　　�　本農業課程には、園芸科と農業経済科の2学科
がある。地域連携は農業経済科環境資源コースが
行っているが、季節野菜の栽培は主に園芸科の野
菜専攻で行っている。野菜専攻にて栽培した農産
物を農業経済科環境資源コースで販売するという
連携も行っている。今年度は、栽培した農産物や
羽実ハニーを羽生市観光協会から依頼を受け、サ
ンシティ熊谷、パレオEX羽生うまいもん号（秩
父鉄道SL）・長瀞駅、第11回世界キャラクターさ
みっとin羽生、TBS開催の地球を笑顔にする広場
にて生徒が販売を行った。

【羽実の米作りの様子　高校生和動画 2021 より】

【ムジナもんch】 【野菜販売対決】

　　イ�　羽生市観光プロモーション課と連携した動画
作成

　　�　新型コロナウイルス感染症の影響で、学校の授
業はオンラインになったり、地域の各種イベント
は中止になったりと人と人との直接的なやり取り
は少なくなっていた。この状況でも何かできない
かと考え、羽生市観光プロモーション課に協力し
ていただき、実習動画の作成を指導していただい
た。この動画は、「みんなで笑おう24時間ムジナ
もんch」の中で放送された。この動画の他にもム
ジナもんchにて多くの動画に出演させていただ
いている。

　　ウ　世界キャラクターさみっとin羽生への参加
　　�　このイベントは、町おこしに積極的に取り組む
世界中のご当地キャラクターが集まり地域の魅力
を発信するイベントで、今年で11回目になる。今
年は私自身が実行委員長を務めた。毎年本校の生
徒40名程度がこのイベントにボランティアとし
て参加し、今年は卒業生もボランティアとして参
加した。普段の学校生活では人との繋がりを感じ
ることは少ないが、地域連携を通して人と人の繋
がりを感じる機会となった。

４　実践成果
　⑴　羽生実業高校の宣伝と魅力発信
　�　様々な連携事業を通して、ＮＨＫ、朝日新聞、埼
玉新聞、読売新聞、ＴＢＳのイベント等多くのメディ
アに取り上げていただいたことで、特色ある教育活
動の魅力を発信することができた。ＳＮＳで情報発
信することで、リアルタイムに情報を届けることが
できた。
　⑵　コミュニケーション能力の向上
　�　販売実習やイベントを通して、生徒たちは多くの
方々と関わりを持つため、自ずとコミュニケーショ
ン能力が向上している。その結果、進路先の面接等
でも自身の体験を堂々と発言することができ、良い
結果に結びついている。

　⑶　質の高い教育の提供
　�　連携事業を展開することで、生徒はその道のプロ
に直接学びを受け、本物に触れることができる。生
徒も教員も多くの刺激を受けることができるのが一
番の収穫である。

５　おわりに
　今年度は連携事業を通して深い学びを展開すること
ができた。次年度は更にインターネット販売や県内農
業高校との連携、他の企業との連携も予定している。
今後も更なる取組を続けて羽生市及び羽生実業高校を
盛り上げていきたいと考えている。

指導力向上のための実践論文
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「私たちは、完全には子供の側に立てない」

県立越谷西特別支援学校　教諭　三
み

上
かみ

　裕
ゆう

介
すけ

自立活動専任という立場から、目の前の子供の理解を諦めずに学び続ける
大切さを、自立活動の実践を通して紹介させていただきたい。

【抽出自立活動の指導教室 からだのへや】

１　はじめに
　本校の自立活動は、自立活動部の専任者による抽出
自立活動の指導、学部・学年担任の教員による自立活
動、音楽療法士による自立活動の三つの柱で行ってい
る。本校では、開校当初より自立活動部（自立活動専
任）が設置され、抽出自立活動（自立活動専任による
個別指導）については、自立活動部が設置された当初
から行っている歴史ある指導形態である。

２　「からだへの視点を大切にする」自立活動
　本校の自立活動の特色として、「からだへの視点を大
切にする」ということが挙げられる。児童生徒が、生
活面・学習面で抱えるコミュニケーションや注意集中
の困難は、「感覚」発達の不十分さが要因の一つとして
考えられる。そのため、児童生徒の運動動作や姿勢、
見え方、それに基づく諸感覚（「防衛の触覚」「前庭覚」
「固有覚」）についての実態を把握し、自立活動を行う
ことで、児童生徒の困難さの改善・克服に繋がると考
えられている。この背景から、本校には「からだの部
屋」という特別教室があり、知的障害の特別支援学校
では珍しい吊り遊具が常設され、子供のからだへのア
プローチを行っている。また、外部専門家として作業
療法士と理学療法士を招聘し、子供のからだについて
の助言をいただきながら、自立活動の指導計画や指導
支援の見直しを行っている。
　自立活動専任となっての２年間、本校の特色である
「からだ」について学び、実践を積み重ねていく中で
見えてきたものを、具体例を挙げながら紹介させてい
ただく。

３　抽出自立活動の実践事例紹介
　⑴　覚醒が低い A 君
　�　A君は日常生活で覚醒が低く、俗に言う「ぼ～っ
としている子」である。休み時間には窓から外を眺
めたり、目の前でカードをヒラヒラさせたりしてい
た。この行動の背景には、前庭感覚の鈍感さがあり、
前庭自律神経反射（血圧や発汗の調整）や脳幹網様
体の作用（覚醒の調節）が十分に働いていないこと
が考えられた。目の前でカードをヒラヒラさせる行
動は、目を回そうとする代償行動だとすると、この
行動に関しても前庭感覚の鈍感さが伺える。そこで、
指導計画では、吊り遊具やスクーターボードを用い
た揺れや回転の活動を取り入れ、前庭感覚へのアプ
ローチを行うことにした。その後、覚醒が上がった
所でハンドサインの課題として、名詞や用途のイラ
ストを用いたAAC（拡大代替コミュニケーション）
の活動を設定した。
　�　吊り遊具の活動では、指導経過に伴って、活動中
に、自ら自分の頭を左右に曲げたり、姿勢を変化さ
せたりしながら、回転刺激が入りやすい角度を自分
なりに探るような行動が見られるようになってき
た。スクーターボードも同様の行動が見られた。揺
れや回転の活動を行うことで、前庭感覚の反射機能
が働いたようで、教員やスケジュールボードの提示
に視線が向くようになり、言語指示やスケジュール
ボードの提示に応じて行動する様子が顕著に見られ
た。これらの行動の変容から、前庭感覚へのアプロー
チによって覚醒が上がったと考えられた。
　�　AACの活動についても指導経過に伴って、イラス
トの見比べができるようになり、名詞と用途の構成
や、イラストや教員の手本を見ながら、場面に応じた
ハンドサインを表出することができるようになった。

〈「感覚」に関連する自立活動の区分と項目〉
４　環境の把握
⑴　保有する感覚の活用に関すること
⑵�　感覚や認知の特性についての理解と対応に関
すること
⑷�　感覚を総合的に活用した周囲の状況について
の把握と状況に応じた行動に関すること

※特別支援学校学習指導要領解説自立活動編より抜粋
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　�　前庭感覚へのアプローチを行うことによって、A
君本来の力を引き出し、コミュニケーションの学習
において良い変容を図ることができた。AACに関し
ては、学級でも並行して取り組み、コミュニケーショ
ン手段の般化を行うことができた。

　⑵　不安傾向の高い B 君
　�　B君は初めての場所や大きな集団での活動に不安
があり、動き回ったり、その場から離れてしまった
りする、いわゆる「落ち着かない子」である。不安
が高くなると情緒が不安定になり、耳を塞ぐ、上下
に跳躍する行動が見られていた。B君の行動の背景
には、前庭感覚の鈍感さがあり、上下の跳躍運動を
することで感覚刺激を入れようとしている行動だと
考えられた。また、耳を両手で抑えていた行動は、
不安な状態から防衛の反応が出ていることが考えら
れる。不安の抱えやすさと感覚の過敏性には、関連
があるため、どこかの感覚に過敏性があることが伺
える。
　�　指導計画では、不安を抱えやすいB君が取り組み
やすいように慣れた活動である、トランポリンを用
いた上下の揺れの活動、マットに横になり触・圧刺
激を入れる活動を設定した。その後、吊り遊具を用
いた様々な揺れや回転を受け入れる活動を行うこと
とした。
　�　初めての抽出自立活動では、不安から気持ちが不
安定になり、耳塞ぎや上下の跳躍運動が見られてい
た。�トランポリンの活動では、B君が慣れ親しんだ
運動のため、こちらの促しに応じて行うことができ
た。マットの活動では、手先から腕、足先から脚、
お腹から背中へと触れていった。そのうち、教員に
触れてほしい体の部位を差し出すような行動が見ら
れ、気持ちが高ぶっている様子から徐々に落ち着い
ていった。上記の活動を行うことで、不安が取り除
かれ、吊り遊具を用いた活動を実施することができ
た。吊り遊具では、前後左右の揺れが大きくなると
足を床につき、揺れを止める行動が見られた。
　�　指導結果から、前庭感覚の過敏さもしくは経験不
足により、上下の揺れ以外の受け入れが難しいため
に、生活上で顕著に上下の跳躍が見られていたこと
が考えられた。また、触覚へのアプローチは、B君
にとって自分の情緒を整えるための大切な手段にな
ることが分かった。吊り遊具ではB君が不安になり
にくい程度に揺れや回転を入れることとした。
　�　その後の指導経過では、徐々に前後左右の揺れや
回転を受け入れられるようになり、触覚のアプロー
チを続けることで、B君の不安の軽減を図ることが

できた。それに伴って、落ち着いた状態でB君とコ
ミュニケーションを取れるようになり、机上での活
動に移行し、教員の動きに合わせて、楽器の鳴らし
分けができるようになった。また、動作語のイラス
トを提示した際に、言語やジェスチャーで表出する
ことができるようになった。
　�　前庭感覚へのアプローチでは、徐々に揺れや回転
の受け入れが広がる様子を見取ることができた。ま
た、触覚のアプローチから、B君の不安の軽減を図
るとともに、身体を通したコミュニケーションが取
れたことで、落ち着いて他者に合わせる活動や表出
手段獲得の活動に移行できたことは大きかった。

４　実践事例より
　今回紹介した２事例を通して、感覚の困難を捉え、
「からだ」へのアプローチを行うことで、児童生徒の
本来の力を引き出し、周囲の情報を理解して学習に取
り組む力やコミュニケーションの伸長を図ることがで
きた。本校の自立活動の長い歴史から生み出された「か
らだへの視点を大切にする」という特色は、現在でも
有効なアプローチであると考える。
　一方で、生活上の児童生徒の表面的な行動から、児
童生徒が抱える感覚の困難を捉えることは、簡単にで
きることではない。私も作業療法士や理学療法士の助
言をいただくことで、児童生徒の実態の捉え直しをす
ることがあった。今後の展望として、教員一人一人が
「からだ」についての理解を深め、学校全体で自立活
動の実践の蓄積ができるよう、外部専門家を効果的に
活用した研修の実施やマニュアルの策定について、計
画を進めている最中である。

５　おわりに
　自立活動専任として、「感覚」について今日まで学び
と実践を積み重ねてきたが、まだまだ分からないこと
が多い。私たちは、子供が見ている景色と完全に同じ
ものは見られないが、どのような景色を見ているかを
理解することはできるはずである。そのためにも、目
の前の子供を今よりも理解できるよう、今後も学びと
実践の積み重ねを続けていきたい。
　また、これから教員を目指す人たちや若い教員に対
して、これまで積み重ねてきた学びと実践を発信しな
がら、学びの大切さを伝えていきたいと考えている。

参考文献：�前田智行、子どもの発達障害と感覚統合の
コツがわかる本、ソシム、2021
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「ゴール・フリー評価論を応用したカリキュラム評価」を
教育課程の改善に生かすための試み

県立和光南特別支援学校　主幹教諭　師
もろ

岡
おか

　薫
かおる

１　はじめに
　本論は、筆者が大学院派遣研修で行った研究を要約・
再構成したものである。元となる研究については、ウェ
ブ上で公開されているので、文末のURLを参照された
い。元となる研究は、筆者が、これまでの勤務経験か
ら、「教育課程に連続性を持たせ、一部内容を固定化す
ることで、より先生方のアイデアや地域資源を生かし
たり、優れた単元を他の学年でも学べるようにしたり、
異動や教員不足等の課題を解決したりできるのではな
いか。」との思いのもとに行った。つまり、教育課程を
整理することで、子供たちの学びの公平性や質の高い
教育を担保することと教員の業務精選と授業改善へ集
中することが可能だと考える。しかし、この方向で教育
課程を改善していくためには、勤務校の学校の教育課
程、教育活動が現時点で持っているよさを明確にする
必要があると考えられた。また一方で、児童生徒が大人
になり、社会で生きていく際、必要な力を学校が知るこ
との必要性も感じられた。学校の持つよさを生かしな
がら、社会の考えを知り、学校と社会（地域・保護者）
が考えを共有し、教育課程を改善していくために、根津
(2006)のゴール・フリー評価論を応用したカリキュラ
ム評価に着目した。ゴール・フリー評価とは、根津(2006)
によれば、「目標にとらわれない評価」のことであり、
評価学者スクリヴァンが提唱した評価法である。この
評価方法で行うカリキュラム評価が、特別支援学校の
教育課程の改善にも役立つと考え、調査を行った。

２　問題の所在
　「社会に開かれた教育課程」の実現に向け、特別支援
学校でも子供たちに育成する力を明確にし、教育課程
を改善していくことが求められている。しかし、特別
支援学校では、学習評価が個別であるため、学習評価
を根拠とするカリキュラム・マネジメントによる教育
課程の改善が難しい。また、学校評価は学校経営の改
善サイクルであり、教育課程の評価を得ることが目的
でない。以上のことから、教育課程改善のための現行
のシステム下では、教育課程の評価が適切に得られて
いるとは言い難い。義務制単独校である協力校（以下、
A校）でも、教育課程を改善するため、評価を得、改
善の方向性を明確化するための取組が必要となる。

３　研究の目的
　「社会に開かれた教育課程」の実現に向け、研究Ⅰで
は、カリキュラム評価と保護者の声を教育活動の改善
に生かす研究から調査方法について整理した。
　研究Ⅱでは、それを基に、卒業生・保護者が考える
A校の有効な教育内容を収集し、まとめた。加えて、
卒業後の生活を見据え、身に付けて欲しいことをまと
め、教育内容について考察した。これらを踏まえ、A
校の社会に開かれた教育課程実現のための教育課程の
改善のあり方を考察することを本研究の目的とした。

４　研究Ⅰ
　⑴　方法
　�　調査方法については、根津(2006)の「ゴール・フ
リー評価論を応用したカリキュラム評価」、調査対象
者については、保護者の声を教育活動に生かす先行
研究を参照した。

　⑵　結果と考察
　�　根津(2006)のゴール・フリー評価論を応用したカ
リキュラム評価の特徴は、カリキュラムを一つの製
品とみなし、カリキュラムの目標を遠ざけてその効
果に注目することと多視点で評価することであると
述べられている。これにより、教員だけで行うカリ
キュラム評価よりも質的な客観性を確保した評価と
なると考えられる。この評価とともに、身に付けて
欲しい事柄について案を得ることで、学校外から見
た卒業後の生活や将来の充実という視点を取り入れ
ることが可能となる。
　�　調査対象者は、卒業生・保護者とする。野崎ら
(2019)は、卒業生・保護者の受け止めを知れば、学
校での学習の効果の表れを捉えることができると述
べており、卒業生・保護者は、本調査に親和性が高
いと考えられる。

５　研究Ⅱ
　⑴　方法
　�　A校中学部、20XX年３月卒業生の保護者を対象
に調査依頼をし、202X年11月、７人に質問紙調査、
翌月、その中から協力の得られた５人に面接調査を
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行った。質問紙調査では９問、面接調査では４問の
質問を行った。回答結果を以下①～④の四つ観点で
分析し、考察を行った。

　⑵　結果と考察
　　①A校の特徴と教育課程編成の有効性
　　�　カリキュラムの特徴は、「環境の変化、人との出
会いを経験し、社会に出る前のステップとなる」
こと、また、教育課程編成方法は、「実態に応じる
ことで、児童生徒のペースで学べ、成功体験を積
むことができる」ことがわかり、カリキュラムの
特徴を生かす教育内容、指導の重点を考察した。

　　②�高等特別支援学校、家庭生活から見るカリキュ
ラム評価

　　�　それぞれで有効な点と教育内容が明らかとなっ
た。比較的、家庭生活に有効な教育内容が具体的
かつ豊富なことから、回答者が生活に役立つ内容を
重視している点、また、進学先で有効な教育内容が
配置できていない可能性が考えられた。家庭生活で
有効な教育内容【身辺自立】は、汎化の課題が挙
がり、指導方針、家庭との連携等の方策を考察した。

　　③�高等特別支援学校進学を考えて身に付けて欲し
い力

　　�　教育内容に加え、A校では、高等特別支援学校
へほぼ全ての生徒が進学するため、全ての児童生
徒が学べるよう、計画的な指導の必要性、進学先
との連携が考えられた。

　　④卒業後との関連での身に付けて欲しい力
　　�　③とは異なる意見が挙がり、回答者が【生活す
る力】【働く力】【関わる力】が大切だと捉えてい
ることがわかり、③よりも幅広い教育内容の必要
性が考えられた。また、学校教育目標やこれまで
知的障害教育で大切にされてきた力（生活、労働、
余暇）との違いから、家庭・地域との連携、教育
課程の改善の可能性が考えられた（表１参照）。

《生活する力》

生活の
知識 ･技能

･�日常生活、自分のことは自
分でできる。
･�お風呂に入って、体を洗う
･�おかずを取ってきて、レン
ジで温める。
･�カップラーメンを食べられ
るよう、お湯を沸かす。
･�ご飯を食べる。
･�ものを管理する。

家庭外の活動経験 自立を見越した集団生活

《働く力》 就労に向けた
技能

地域の作業所での活動が
できる。仕分けの力。

《関わる力》
コミュニケーション やりとりができるとよい。

主体性 自分の意思で動いて欲しい。

表 1　将来との関連で身に付けて欲しい力

６　総合考察と今後の課題
　⑴　A 校の教育課程の改善の方向性の考察
　�　A校の教育課程の改善については、これまで同様、
学校の良さを生かし、実態に応じた柔軟な教育課程
の編成が考えられた。質問紙調査から明らかとなっ
たのは、家庭生活との関連で日常生活の指導が特に
有効だったと感じられた保護者が多かった。さらにそ
の強みを生かすために、アセスメント、指導の段階を
明確にすること、指導内容を明確にしていくことが考
えられる。この点は、③で教育内容への要望としても
挙がっている事柄であるため、学校の良さをさらに強
化することで、保護者から見て自立への学びがより確
かなものとして映ることにつながると考えられる。

　⑵　本研究の方法の考察
　�　根津(2006)のゴール・フリー評価論を応用したカ
リキュラム評価では、目標にとらわれず、また学校
外部から、カリキュラム評価を受けることで、A校
の行う教育活動の価値、隠れたカリキュラムを明ら
かにできるため、魅力ある学校づくりへ向けて大変
有効な方法であると考えられる。教員や学校の意図
と評価者の認識のずれをあぶりだすことができると
いう点で、学校が改善の方向性を探っていくときの
一助となる資料収集ができると考えられた。

　⑶　本研究の限界
　�　本研究はサンプル数の少なさゆえ、回答結果を参照
する上で注意する必要がある。また、本研究の評価の
時間軸の偏りの限界とサンプル数等の課題がわかっ
た。この課題は、卒業前に協力者を募っておくこと、
オンラインで回答できるようにすることなどで、コス
ト低減やサンプル数の確保ができると考えた。今後
は、より客観性を高めるために、立場の違う人（生徒
の地域の就労先、連携している機関）の評価を得て、
教育課程の改善に生かすことが課題となる。

むすびに
　本調査に御協力くださいました、A校の卒業生・保
護者の皆様、調査実施に御助力くださいました校長先
生、並びに御指導くださいました埼玉大学の名越斉子
教授に厚く御礼申し上げます。

（主要参考文献）

根津朋実（2006）カリキュラム評価の方法―ゴール・フリー評

価論の応用，多賀出版

野崎・栗林・和田（2019）知的障害特別支援学校に求められる教

育課程編成の視点の検討―卒業生と保護者を対象とした質問紙

調査の結果から―富山大学人間発達科学部紀要13(2):319－333

（論文のURL）

http://www.saitamau.ac.jp/edu/grad/master/report/pdf/r-03-

junior/004.pdf
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はつらつ先生の実践

自己有用感を高め、主体的に
家庭・地域に貢献できる生徒の育成
～地域人材の積極的活用と問題解決的な学習の充実～

春日部市立飯沼中学校　教諭　一
いち

條
じょう

　亜
あ

津
つ

子
こ

１　はじめに
　中学校学習指導要領解説技術・家庭編では「課題を
もって、家族の立場や役割、家庭生活と地域との関わ
りについて理解し、（中略）基礎的・基本的な知識を身
に付け、家族関係をよりよくしようとする方法及び高
齢者など地域の人々と関わり、協働する方法を考え、
工夫することができるようにすることをねらいとして
いる」と示している。
　これからの社会を担う生徒たちは、家族・家庭生活
の多様化や消費生活の変化に加え、グローバル化や少
子高齢化、絶え間ない技術革新等、�社会の急速な変化
に主体的に対応する力が求められている。
　そこで本実践では、地域人材の積極的活用や問題解
決的な学習を通して、家庭や地域における生活の中か
ら問題を見出し、自分事として課題を捉え、解決する
力を身に付けさせることで、主体的に家族・地域に貢
献できる生徒の育成を目指した。

２　実践のねらい
　⑴　生徒の実態
　�　昨今の新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、地域
との協働によって築かれてきた行事や様々な活動が制
限され、地域社会との接点が減ってしまったのが実情
である（図①）。また、同居する家族以外で異世代との
交流や地域とのつながりが希薄な状況が見受けられ、
自分の生活が家庭や地域社会と深く関わっていること
を認識しにくくなっている様子が伺える（図②）。

　⑵　目指す生徒像

３　実践の内容
　【実践１】地域人材の積極的活用
　�　３年間の履修計画・指導計画を、主に「協力・協
働」の見方・考え方を生徒自らが、気づき働かせる
活動を重視して構成した。生徒自身の「協力・協働」
の見方・考え方を働かせるためには、まず教員自身
が率先して地域の人材や施設を活用し、ゲスト
ティーチャーの方々にねらいを共有した上で授業に
参画していただき、効果的・意図的に学習を進める。
教員自身が積極的に「協働」する姿勢を生徒に見せ
ることは地域を身近に感じさせ、生徒と地域の橋渡
しとしての役割も果たせると考えた。生徒自身も地
域の方々との触れ合いや関わり合いを通じて、お互
いを理解し、協力・協働する楽しさや喜びを体感す
ることで、よりよい関わりや協力・協働する実践的
な態度の育成を目指す。
　�　そこで、家族・地域の題材では高齢者や元自治会
長、食生活の題材では栄養士や地元農家の方、幼児
の学習では児童館館長等をゲストティーチャーとし
て招聘し、それぞれの題材における現在抱えている
問題点や、今の中学生に求めること、今後期待して
いることを講話していただいた（写真①②）。

　家族や高齢者など地域の人々とよりよく
関わり協働する方法について考え、工夫し
貢献できる生徒

【写真①　ゲストティーチャーの招聘】
【（図①　生徒アンケート】

【写真②　ゲストティーチャーのインタビュー動画】【（図②　生徒アンケート】

地域の民生委員さんを招
聘しての講話。地域が抱
える課題や中学生に期待
していること等をお話し
ていただいた。

コロナ感染症予防対
応として、地域に出向
きインタビュー動画
を作成して対応した。
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を構築する必要があると感じた。また、ゲストティー
チャーはこちらが選定し、協力依頼した方々だった
が、今後は生徒自身が個の課題に応じて人選し、直
接インタビューを行うことで「生活の課題と実践」に
おける問題発見や課題設定のヒントを得ることにもつ
ながり、なお一層充実した学習になると考える。
　�　【実践２】では、生活から問題を見い出して課題を
設定し、さまざまな解決方法を検討し、実践計画を
練るところまでを授業課題とした。発表では自らの
思考の過程を論理的に示し、学級内での相互評価を
経てさらに改善の時間を設けた（写真③）。

はつらつ先生の実践

【図③　生徒ワークシートより】

【図④　生徒アンケートより】

【写真③　プレゼンの様子】

【図⑤ 生徒ワークシートより】

　【実践２】問題解決的な学習の充実
　　①��教科横断的な学習を意識し、段階的に資質・能

力を身に付けさせるための３年間を見通した
履修計画の作成

　　　�　「協力・協働」の見方・考え方が３年間の学習
の軸となるよう計画した。３学年の指導計画に
「生活の課題と実践」を位置付け、そのための
トレーニングを各学年各題材で意図的に配置す
ることで、段階的に資質・能力を身に付けさせ
ていく。また、総合的な学習の時間や社会など
の他教科・領域と連携しながら、相互の学習内
容を生かし深めることができるよう、題材配置
を工夫した。

　　②『生活の課題と実践』の配置の工夫
　　　�　３学年の「生活の課題と実践」では３年間の

締めくくりとして、それまでの既習内容を踏ま
えて課題を設定し、「計画、実践、評価、改善」
という学習活動を重視し、問題解決的な学習に
取り組ませる。発表の際には、グループや学級
内での相互評価だけでなく、地域の方々やゲス
トティーチャーから講評いただくことで、生徒
はより実践の達成感や喜びを感じることがで
き、家族や高齢者など地域の人々と協力・協働
し、家族・地域に貢献する態度の育成につなが
ると考えた。

４　成果と課題
　⑴　成果
　�　【実践１】では、自分の生活が家庭や地域社会と
深く関わっていることを認識させることに有効で、自
分たちが地域を支える一員として地域に貢献できる
存在であることを自覚させることができた（図③④）。

　�　しかしながら、予想以上に地域の施設や活動をあ
まり知らない生徒が多く、解説に時間を要した。総合
的な学習の時間等で自らが生活する地域を調べたり
施設訪問したり、実際に地域の方と触れ合い、お互
いを知り交流を深める活動を行い、持続的な関係性

　�　振り返りのワークシートでは「役に立てる人にな
りたい」「自分たちは地域や社会を変える立場であ
る」との記述が見受けられ、自己有用感と地域貢献
への意欲の高まりの成果を得た（図⑤）。
　�　今回のプレゼン資料を市内施設にて掲示し、来館
者からの評価をいただくことになっている。「自分た
ちの企画に意味があった。価値があった。」という感
覚や実感を得ることで、卒業後も持続して地域社会
へ貢献しようとする意欲喚起と態度の育成へつなげ
たい。
　⑵　今後の展開と課題

①�総合的な学習の時間や他教科との教科横断的な
学習の進め方
②�ゲストティーチャーの選定と効果的活用、持続
的な関係性の構築
③�「生活の課題と実践」における評価と態度の変
容の検証
以上３点について検討・実践に取り組み、さらに
研究を進めていきたい。

は
つ
ら
つ

先
生
の
実
践
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管理職の魅力発信

我以外皆我師
県立川越南高等学校　校長　佐

さ
々

さ
木

き
　美

み
智

ち
子

こ

１　はじめに
　『言葉は人の心に火を付け、人を動かし、学校を変え
る。だから言葉を大切にする。言葉の力を信じる。そ
して、その言葉を言い続ける。これが私の学校経営の
神髄である。』これは、北海道有朋高等学校長�元紺谷
尊広氏が「内外教育」の中で、自らの学校経営を紹介
した一節である。この後『校舎を歩き回る。教室を覗
く。生徒の学んでいる背中や廊下の掲示物、生徒との
何げない会話から、子供たちの今を、見て、聞いて、
感じる。』と続くのだが、自身が、一番大切にし、実践
していることがまさに表現されていた。これまでを支
えていただいた方々からの、言葉やエピソードの一部
を御紹介することで、管理職としての学びや魅力をお
伝えできればと思う。

２　我以外皆我師
　⑴　実るほど頭を垂れる稲穂かな【専門性】
　�　総合高校勤務時代、毎朝、職員室の先生方に、一
輪挿しほどに切った季節の花を、名称を添えながら
手渡される先生がいらっしゃった。「農業」の専門家
であり、いつも手入れの行き届いた切り鋏を腰に携
帯されていた。後に校長先生となられて、自ら着任
された高校に素敵な花壇をつくることになる。「教師
は授業で勝負する」と言われるが、自身がそれぞれ
に積み上げてきた専門教科の力は、教壇以外でも発
揮する場面がたくさんあることを学んだ。一教師と
しての日々の積み重ねは、管理職になっても様々な
場面で生きるのである。その先生は、当時、植物を
例に講話もされた。人として誠実に生きることの大
切さを説きながら「実るほど頭を垂れる稲穂かな」
と実物を持ち、壇上から全校生徒に穏やかに語り掛
ける姿が、今でも目に焼き付いている。

　⑵　自転車の両輪のように【バランスと情熱】
　�　教頭時代に勤務した全定併置校の生徒指導主任
は、学校説明会で必ず自転車のイラストを体育館の
スクリーンに大きく映し、「生徒指導」と「学習指
導」は高校生活を過ごす上での両輪だと説明した。
「どちらが欠けても自転車は走れない。」と。教育相
談や生徒指導の力、学習指導の力は教師として必須
である。管理職の基本もまた、教師の基本の上に広
く重なる。しかし、前輪も後輪も同じ塩梅で適切な
量の空気が入っていなければ快適に進むことはでき
ない。何事もバランス感覚が必要だという学びであ
る。当時、企画委員の一人でもあり「自分が求めら
れる限り、本校で頑張りたい。」というのが、その先

生の口ぐせであった。こうした情熱ある先生方の力
を借り、チームとして学校課題の解決に向け、ベク
トルを一にして対応できることが、管理職としての
最大の喜びである。
　⑶　虫の目・鳥の目・魚の目【多角的視点】
　�　中期研修で恩師から「虫の目・鳥の目・魚の目」
という講義を受けた。いつも生徒や保護者と教師と
いう平面の目線から大きく視点を変えられるように
なった学びの一つである。管理職は、虫の目で目の
前のものを集中して見る目を、鳥の目で空から俯瞰
して全体を見る目を、魚の目では流れを読んで未来
を見とおす目を養うことが大切であると。この言葉
が実感できたのは、教頭になってからだった。主任、
主幹教諭、指導主事、教頭、校長と立ち位置が変わ
るたびに、見える景色が変わっていった。「立場が人
を作る」と言うが、異校種や異業種等多くの人から
学び、様々な分野の仕事に携わることで、自らの教
員人生は、より彩あるものへと変わっていくのだと
実感した。

　⑷　ようこそ校長室へ【安心・安全・危機管理】
　�　肢体不自由特別支援学校勤務時代は、ドアを開け、
校長室を子供たちや先生方、保護者が自由に出入り
のできる居場所とした。そして、毎日時間をかけて、
一人一人に声をかけながら校内を巡回する。特別支
援教育に関する実践の学び。一人一人を大切にする
寛容な世界を経験できたことも管理職になったおか
げである。そして何より、子供たちから「命の尊さ」
を直接学ぶことになった。「毎日を大切に生きるこ
と」、「明日も元気でね。」とスクールバスを見送り、
それが最期になる厳しさもまた経験した。だからこ
そ、私の学校経営方針の根底には、いつでも「安心・
安全な学校づくり・危機管理」がある。

３　おわりに
　「竹のように強く、そしてしなやかに。」女性管理職
の先輩方から学び、心の支えとして大切にしてきた言
葉である。竹は節をつくり成長する。「経験や実践」と
いう節目を重ねることで、強さもしなやかさも形づく
られていく。スーパーマンでなくてよい。自分の限界
を知り、必要な手助けを他者に求めることができると
いうことも大切である。「この人と働くとやりがいがあ
り自分が成長できる。」「この人はリーダーとして多様
な人材を生かすことができる。」そのような管理職が、
変化の激しい、予測困難なこれからの時代に求められ
ていくのではないだろうか。
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生きる力を育み ともに学び 未来を拓く蕨の教育
～「コンパクトシティ蕨」の取組～

蕨市教育委員会　教育長　松
まつ

本
もと

　隆
たか

男
お

１　はじめに
　蕨市は、市域面積が5.11平方キロメートルと全国一
のミニ市であり、人口密度が全国で最も高い市である。
また成人式発祥の地としても知られており、文化やコ
ミュニティが大変豊かなまちである。
　市内には、県内で最も古い小学校の一つである蕨市
立北小学校をはじめとした小学校７校、中学校３校の
計10校の市立小・中学校が設置されており、各校とも
に特色ある学校づくりを進めている。
　「生きる力を育み�ともに学び�未来を拓く蕨の教育」の
基本理念の下、これまでに様々な取組を行ってきた。以
下に本市が近年実施している事業の一端を紹介したい。

２　本市における近年の主な事業概要（一部抜粋）
　⑴　少人数学級推進事業
　�　国・県では、小学校１・２・３年生において35人
学級を実施しているが、蕨市では市独自に教員を採
用し、４年生から６年生においても35人程度学級を
実施している。
　�　これにより少人数での学習指導・生活指導を行い、
低学年からの円滑な引継ぎを行うとともに、一人一
人の児童へのきめ細かな支援の充実を図っている。

　⑵　ＡＬＴやＧＴＥＣを活用した外国語教育
　�　近年の小学校における外国語の教科化や、中学校
においても、授業を英語で行うことを基本とするよ
うになる等の、外国語教育における大きな変化に対
応し、より一層の充実を図るため、全小・中学校に
１名ずつＡＬＴを配置している。
　�　また、中学校２・３年生には、ＧＴＥＣを実施し、
教員研修、ＧＩＧＡスクール端末を活用した外国語
学習を組み合わせた生徒の外国語活用能力の一層の
向上を図っている。

　⑶　いじめ未然防止に係る取組
　�　蕨市では、全国的ないじめの問題を受け、平成24
年度に「蕨市いじめのない明るい学校づくり宣言」
を制定し、その宣言をもとに、平成25年度に「い�

じめのない明るい学校づくり会議」を発足させ、小・
中連携によるいじめ未然防止の取組を行ってきた。
　�　令和元年度には、この他に、市内各小・中学校の
代表の教職員からなる「蕨市いじめ未然防止ワーキ
ンググループ」を設立した。ワーキンググループの
委員である教職員が中心となり、「蕨市版学校生活ア
ンケート」を作成した他、アンケートを用いた各校
の児童生徒のいじめに関する実態調査、ライフスキ
ルの手法を用いた、いじめ未然防止プログラムの開
発、いじめ未然防止に係る授業研究会の開催、ライ
フスキル教育やいじめ未然防止に関する教職員研修
等を行い、いじめ未然防止の取組を推進している。

　⑷　健やかメディアに関する取組
　�　本市は、平成23年に「蕨市アウトメディア宣言」
を制定し、電子メディアが成長に及ぼす影響を考え、
全国に先駆けて、その取組を進めてきた。
　�　しかしながら現在は、スマートフォンやパソコン、
タブレット端末等が普及し、市内の小・中学校でも
一人一台端末が活用されていることから、令和４年
８月に「蕨市健やかメディア宣言」と改称し、引き
続き、未来を担う子供たちの健やかな未来を願い、
電子メディアから離れる時間も大切にし、目的を
もって、電子メディアを活用していけるように、「健
やかメディア推進大会」の開催をはじめ、学校や子
育て学級での健やかメディア指導員による出前講座
の実施などの普及活動を行っている。

３　おわりに
　日本一コンパクトな市域に、ぎゅっと詰まった豊か
な文化やコミュニティ、そしてそれらを土台とした学
校の団結力、機動力のよさが「コンパクトシティ蕨」
の強みである。
　次世代を担う子供たちは、まさに地域の宝である。
これからも、そうした子供たちが健やかに成長できる
環境づくりを、学校、家庭、地域とともに推進してい
きたい。

【プロフィール】
昭和 51年度から、中学校教諭、蕨市教育委員会学校教育課指導主事、埼玉県教育局
体育課主任指導主事兼主査、中学校教頭、中学校校長、蕨市教育委員会教育部次長
を歴任。平成24年度より現職。
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電話・メール相談の現場から / 教職員道しるべ

教
職
員
相
談
道
し
る
べ
中
山　

幸
男�

（
県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
）

　

赴
任
校
で
の
職
務
に
も
、
よ
う
や

く
慣
れ
て
き
た
よ
う
で
す
ね
。
さ
て
、

「
予
算
化
さ
れ
て
い
な
い
突
然
の
物
品

と
請
求
書
」
と
は
、
困
り
ま
し
た
ね
。

し
か
し
、
心
配
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
教
頭
先
生
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。
あ
な
た
一
人
で
判
断
で
き
な

い
こ
と
は
、
一
人
で
抱
え
込
ま
ず
に
、

た
め
ら
わ
ず
「
報
告
・
連
絡
・
相
談
」

で
す
。
そ
れ
こ
そ
教
頭
先
生
の
仕
事

で
す
か
ら
。
た
だ
し
タ
イ
ミ
ン
グ
も

必
要
で
す
。
保
護
者
対
応
が
終
わ
る

の
を
見
計
ら
い
、
誤
解
を
招
か
な
い

た
め
に
、
特
別
活
動
主
任
の
先
生
と

共
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
後

の
対
応
に
つ
い
て
は
、
指
示
に
従
い

業
務
を
遂
行
す
る
こ
と
で
す
。

　

次
に
、
以
後
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

起
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
対
策

が
必
要
で
す
。
予
算
等
の
検
討
、
予

算
の
執
行
方
法
、
ル
ー
ル
の
再
確
認

等
、
管
理
職
の
先
生
と
相
談
し
な
が

ら
時
期
を
み
て
、
全
教
職
員
に
対
し

効
果
的
に
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

ど
の
よ
う
な
仕
事
に
も
不
安
と
心

配
は
つ
き
も
の
で
す
。
良
好
な
人
間

関
係
を
築
き
つ
つ
、
子
供
た
ち
へ
の

豊
か
な
教
育
活
動
に
向
け
て
御
活
躍

く
だ
さ
い
。

　

今
年
度
か
ら
小
学
校
で
事
務
職
員

と
し
て
勤
務
し
て
い
ま
す
。
早
い
も

の
で
働
き
始
め
て
か
ら
も
う
一
年
が

経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

学
校
の
教
育
活
動
が
滞
り
な
く
進

む
よ
う
に
と
、
先
生
方
か
ら
の
要
望

も
聞
き
、
教
頭
先
生
と
相
談
し
な
が

ら
、
学
校
と
し
て
な
る
べ
く
必
要
な

も
の
を
購
入
で
き
る
よ
う
、
予
算
等

を
検
討
し
て
、
日
々
業
務
に
当
た
っ

て
い
ま
す
。
想
像
し
て
い
た
以
上
に

業
務
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す

が
、
仕
事
は
充
実
し
て
い
る
と
感
じ

て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
間
、
覚
え
の
な
い

物
品
と
請
求
書
が
事
務
室
に
届
き
ま

し
た
。
確
認
す
る
と
学
校
行
事
で
使
用

す
る
た
め
に
特
別
活
動
主
任
が
注
文

し
た
物
品
で
し
た
。
予
算
化
し
て
お
ら

ず
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
心
配
で
す
。
事
前
に
教
え

て
も
ら
え
れ
ば
、
何
で
も
な
い
の
で
す

が
、
慌
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

教
頭
先
生
に
相
談
し
よ
う
か
と
思

い
ま
し
た
が
、
保
護
者
対
応
で
忙
し

そ
う
で
、
話
し
か
け
に
く
い
で
す
。

ま
た
、
校
長
先
生
に
直
接
相
談
す
る

こ
と
で
も
な
い
の
か
な
と
思
い
ま
す

が
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

（
小
学
校�

Ｍ
）

コミュニケーション不足…ためらわずに「報告・連絡・相談」

県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
　
指
導
相
談
担
当

「
電
話
・
メ
ー
ル
相
談
の
現
場
か
ら
」

～
令
和
四
年
度
の
電
話
・
メ
ー
ル
相
談
か
ら
～

　

今
回
は
令
和
四
年
度
の
電
話
・
メ
ー
ル
相

談
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
い
き
た
い
。

　

令
和
三
年
度
に
約
一
万
二
千
件
と
、
過
去
最

多
で
あ
っ
た
電
話
・
メ
ー
ル
相
談
で
あ
る
が
、

令
和
四
年
度
は
約
一
万
件
程
度
と
な
る
見
込

み
で
、
昨
年
度
よ
り
も
減
と
な
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。

　

昨
年
度
と
比
べ
て
減
少
し
た
項
目
は
、「
本

人
」か
ら
の「
夜
間
」の
相
談
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
の
生
活
様
式
に
慣
れ
て
き
た

こ
と
に
よ
り
、
日
中
に
友
達
同
士
の
交
流
が

増
え
、（
あ
る
い
は
教
員
や
保
護
者
）
互
い
の

相
談
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
こ

の
推
測
ど
お
り
で
あ
れ
ば

よ
い
傾
向
で
あ
る
。

　

相
談
内
容
に
つ
い
て
は

昨
年
度
に
引
き
続
き
「
家

庭
環
境
」
の
相
談
が
多
く

な
っ
て
い
る
（
表
１
参

照
）。
こ
れ
は
、第
三
号「
ア

フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
の
生
徒
指

導
」
で
も
述
べ
た
が
、
コ

ロ
ナ
に
よ
り
、
家
庭
で
過

ご
す
時
間
が
増
え
た
た
め

に
、
家
庭
内
で
の
ト
ラ
ブ

ル
が
増
加
し
、
相
談
が
増

え
た
と
い
う
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
家
庭
で
困
り
ご

と
を
抱
え
て
い
る
児
童
生

徒
が
多
い
と
い
う
こ
と
を

踏
ま
え
た
家
族
と
連
携
し

た
生
徒
指
導
が
求
め
ら
れ

る
。

　

次
は
、
令
和
四
年
度
の

相
談
の
統
計
か
ら
、
気
に

な
っ
た
点
を
一
つ
挙
げ
て

み
た
い
。

　

表
２
は
過
去
五
年
間
の

本
人
か
ら
の
相
談
件
数
で

あ
る
。
本
人
か
ら
の
相
談

は
男
子
の
方
が
（
二
倍
近
く
）
多
い
と
い
う

こ
と
が
長
ら
く
続
い
て
い
た
。
こ
こ
数
年
で

女
子
か
ら
の
相
談
が
急
増
し
、
つ
い
に
令
和

四
年
度
は
女
子
か
ら
の
相
談
が
男
子
よ
り
も

多
く
な
る
見
込
み
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
同
じ
よ
う

に
、
過
去
男
子
が
女
子
と

比
べ
大
幅
に
多
か
っ
た
も

の
で
、
近
年
女
子
が
同
等

程
度
に
増
加
し
た
も
の
が

あ
る
。
そ
れ
は
自
殺
者
の

数
で
あ
る
。
文
部
科
学
省

調
査
小
・
中
・
高
校
生
の

全
国
の
自
殺
者
数
は
、
令

和
元
年
度
ま
で
は
女
子
に

比
べ
男
子
の
方
が
二
倍
近

く
多
か
っ
た
が
、
令
和
二

年
度
で
女
子
が
男
子
の
数

を
超
え
、
令
和
三
年
度
は

ほ
ぼ
同
数
と
な
っ
た
。

　

女
子
の
「
不
安
」
や
「
悩

み
」
が
、
以
前
よ
り
も
増
え

て
い
る
。
女
子
の
自
殺
者

と
、
女
子
か
ら
の
相
談
件

数
が
増
え
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
共
に
令
和

二
年
度
か
ら
と
い
う
こ
と
が
、
原
因
究
明
の

ヒ
ン
ト
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

厚
生
労
働
省
の
調
査
で
は
、
女
子
の
方
が

ス
マ
ホ
へ
の
依
存
度
が
高
い
と
い
う
デ
ー
タ

が
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
で
ス
マ
ホ
で
の
関
わ
り

が
多
く
な
っ
た
こ
と
が
原
因
で
、
ス
ト
レ
ス

を
抱
え
た
り
、
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
り
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
コ
ロ
ナ
に

よ
る
孤
独
感
を
、
女
子
の
方
が
敏
感
に
感
じ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ぜ
ひ
、
皆
さ
ん
の
職
場
で
も
話
題
に
し
、
原

因
を
考
え
予
防
策
を
講
じ
て
も
ら
い
た
い
。

　

社
会
の
変
化
に
よ
る
影
響
が
す
ぐ
に
表
れ

る
の
が
児
童
生
徒
で
あ
る
。
変
化
を
読
み
取

り
、
教
員
間
で
話
し
合
い
を
深
め
る
こ
と
で
、

様
々
な
悩
み
を
抱
え
る
児
童
生
徒
に
対
し
き

め
細
か
い
教
育
相
談
が
行
え
る
よ
う
努
め
て

い
た
だ
き
た
い
。

【表１ 過去５年間の相談内容上位４項目（Ｒ４は１２月までの数値）】

【表２ 過去５年間の男女別相談件数
（Ｒ４は１２月までの数値）】

R4 R3 R2 R1 H30
家庭環境 999(25.9％) 1052(23.6％) 847(20.5％) 742(14％) 640(11.9％)
学校生活 927(24％) 994(22.3％) 957(23.2％) 1510(28.5％) 1602(29.8％)
不登校 514(13.3％) 701(15.7％) 496(12％) 589(11.1％) 688(12.8％)
学業・進路 511(13.2％) 435(9.7％) 555(13.4％) 558(10.5％) 610(11.3％)

R4 R3 R2 R1 H30

男 710 1225 1144 2197 1828

女 884 1098 1056 946 1019
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園 紹 介

幼児を真ん中にして、つながりながら、幼児のよさを大切に育む実践
～幼児が多様な人との関わりの中で、
　　　　多くの体験を得ながら、伸び伸びと過ごせる毎日を目指して～  

熊谷市立江南幼稚園　主幹　本
ほん

堂
どう

　律
りつ

子
こ

１　本園の概要
　本園は、ゲンジボタルの自生する自然豊かな熊谷市の
南西部にあり、２年保育、４歳・５歳児各１クラス、在籍
幼児全15名の小規模園である。
　本園は昭和39年に、旧江南町の南・北小学校地内に
創立された、今年度創立58年を迎える歴史ある園である｡
昭和50年には２園が統合し、現在地に移設されて「江南
町立江南幼稚園」となり、平成19年に江南町が熊谷市
と合併して現在の「熊谷市立江南幼稚園」となった。
　本園では、今般叫ばれている幼児教育の重要性を重く
受け止めるとともに、園の歴史の重みと市内唯一の公立
幼稚園としての使命をより一層感じている。教育目標とし
て、『心豊かな元気な子』を掲げ、幼児期にふさわしい生
活を保障するとともに、小学校教育への円滑な接続と地
域に根ざした教育活動の推進を目指している｡

２　本園の特色のある取組
　小規模園のため、園全体で一人一人の幼児に寄り添い
ながら、その実情を見取り、共通理解した上で支援でき
るよう、日々努めている。また、少人数ならではのよさを
生かしながらも、様々な人と出会い、多くの体験が得ら
れるよう、次の⑴～⑷のような取組や工夫により、日々保
育を行っているところである｡
　⑴　市の指針に基づいた教育活動
　�　熊谷教育が推進する「熊谷の子供たちはこれができ
ます！『４つの実践』と『３減運動』」（特に４つの実
践：朝ご飯をしっかり食べる、呼ばれたら「はい」と元
気よく返事をする、「ありがとう」「ごめんなさい」と言
う、友達をたくさんつくる）に、園と家庭が連携して取
り組んでいる。
　�　保護者も子育ての指針として意識化できるよう、保
護者会や長期休業前など、機会を捉えながら繰り返し
保護者に伝え、話し合い、幼児の基本的生活習慣の
確立を目指している。

　⑵　他の教育・保育施設との連携活動
　�　本園管理職が小学校と兼務している、保育所が隣接
している、市からの支援が得やすいという利点を生か
し、次の取組を行っている。
　　ア　小学校との相互参観
　　�　お互いの施設における生活の様子を知るよい機会
となっている。実際に見ることで具体的に様子が分
かり、園の職員は幼児の卒園後の生活を念頭に保育
を行う意識を高めたり、幼児の成長に関する理解を
深めたりしている。

　　�　小学校の職員からも、入学前の育ちや学び、教師
との関係性が分かり、入学初期の関わりに生かして
いきたいという言葉をいただいている。

　　イ　小学校との合同研修
　　�　救急救命、人権教育、教育相談、絵画実践、特
別支援教育、授業改善等の研修を合同で行ってい
る。小学校職員との関係性を深めながら、共通体験
を得たり、高め合ったりする場となっている。

　　ウ　小学校との子供同士の交流
　　�　小学校を会場に、授業体験、学校施設体験や給
食体験、プール体験等を行っている｡ それらの体験

をとおして、幼児にとって小学校は、「楽しさあふれ
る場所」となり、入学への期待感を高めることにつな
がっている。

　　エ　保育所との子供同士の交流
　　�　コロナ禍ではあるものの、隣接する保育所との交
流を始めた。まずは本園で育てた畑のじゃがいも掘
りを一緒に行い、収穫したいもをプレゼントした。そ
して、保育所の幼児がいつも塀越しに羨望の眼差し
で見ている本園の遊具を使って園庭で一緒に遊び、
楽しい時間を過ごすことができた。

　⑶　保育研究活動
　�　本園では、幼児の経験の実態や発達の実情から、今
年度、「体を動かす遊び」を日々の保育に意図的に導入
することとした。幼児の興味・関心に応じ、発達段階
に合わせ、遊びの計画を立てる中で、特に「楽しみな
がら自ずと体を動かせる環境づくり」を行っている。
　�　外部の人材を活用し、ボール投げ、サーキット遊び、
親子で行う運動遊び等の体験の機会を設けたり、親向
けに幼児の体づくりに関する講演会を開催したりする
などして、より充実した実践につなげている。

　⑷　保護者との連携及び子育て支援活動
　　ア　保護者との対面での会話
　　�　本園の幼児は毎日、保護者の送迎により登降園を
しているため、引き取りや引き渡しの時間は、保護
者と職員が直接顔を合わせ、子供をはさんで和やか
に話ができるよい時間となっている。

　　�　その様子をどの幼児も嬉しそうに見つめており、幼
児の心の安定と、保護者とのよりよい関係性を築くこ
とにつながっていると感じている。

　　イ　相談人材の常駐
　　�　本園には市の教育相談指導員が１名常駐してお
り、随時相談に応じる環境が実現しているため、保
護者も大変心強く感じているようである。

　　ウ　よりよい関わり方の共有
　　�　特別な配慮を要する幼児に対する適切な支援に
ついて、保護者と相談を密に行ったり、検討・共有
したりして、一人一人のよさを温かく受けとめながら、
丁寧に関われるようにしている。

　　�　市から派遣される巡回相談員からは、効果的な支
援方法を学び、また、常駐する教育相談指導員によ
る指導を受け、保護者との連携を保ちながら、より
よい支援を行えるよう努めている。

　　エ　その他、子育て支援に関する事業等
　　�　園庭開放や保護者主体の催しを保護者同士の交
流の場としたり、オンライン講演会や外部指導者を
招聘した子育て講座などを行ったりするなど、保護
者への支援事業を積極的に導入している｡

３　おわりに
　本園の取組の推進には、地域や家庭、関係機関との
連携協力が必要不可欠である｡ それらのつながりを大切
にし、幼児を真ん中にして、幼児一人一人が伸び伸びと自
分らしさを発揮して日々を過ごせるようにと願いながら、
今後も充実した教育活動の実践を重ねていく。

園 

紹 

介
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子供たちに伝えたい埼玉の偉人

皆野町近代俳句の祖・金子伊昔紅
皆野町教育委員会　社会教育担当（学芸員）　主任　望

もち
月
づき

　暁
あきら

【皇鈴山にて】※伊昔紅は前列右から３番目
【若鮎（左）と雁坂（右）】

　金子伊
い

昔
せき

紅
こう

（1889 ～ 1977）は金子兜太の父で、自

身も俳誌『馬酔木』同人として活躍した俳人である。

また秩父音頭の生みの親としても著名で、町のシンボ

ルである俳句と秩父音頭を語る上で欠かせない人物で

ある。伊昔紅が町の近代俳句に残した業績を紹介する。

　伊昔紅は京都府立医学専門学校卒業後、東亜文書院

校医として上海へ渡った。この時期の文芸誌や俳誌『ホ

トトギス』に掲載された俳句や旅行記が残っている。

　帰国後の大正14年（1925年）、皆野町で壺
こ

春
しゅん

堂
どう

醫
い

院
いん

を開業した伊昔紅は、後に秩父音頭と呼称される盆踊

の手直しと、近代俳句の普及に取り組んだ。

　盆踊とは異なり、近代俳句はもともと町にはなかっ

たものである。高濱虚子と並ぶ近代俳句の巨星・水原

秋櫻子と中学同級で、帰国後も医業研修などで親交の

あった伊昔紅は、開業後に秋櫻子の主宰する俳誌『馬

酔木』へ投句を始める。当時の郡内では、富安風生や

池内たけしを中心とするホトトギス派の活動が盛んで

あった。秋櫻子と伊昔紅の絆が生んだ馬酔木派は、郡

内に打ち込まれた楔的な存在と表現できる。以後、長

瀞岩畳や三峯神社、中津川渓谷には、伊昔紅を介して

秋櫻子や石田波郷など錚々たる俳人が繰り返し吟行に

訪れ、馬酔木調と呼ばれる美しい作品を通じて景勝の

地の魅力が全国に発信される。

　伊昔紅自身、俳誌『若鮎』（昭和７年～同９年）や

『雁坂』（昭和21年～同31年）主宰として多くの俳人

を育てている。同時に壺春堂に近い懐士館では漢学講

座や武術教室も催され、伊昔紅は、俳人という枠を超

えて青年の教養の修得や心身の鍛錬を担った教育者と

評することができる。伊昔紅のもとで学んだ俳人達は

馬酔木系俳誌『鶴』、『初鴨』、『巖』、『暖流』同人とし

て活躍し、戦後には秩父の基幹産業であった織物産業

の組合機関紙『秩父新聞』紙上でも健筆を振るった。

昭和17年度馬酔木賞を受賞し、皇鈴山に句碑がある持

田紫水や、同25年度受賞の馬場移公子、兜太に「七人

の侍」と称された潮夜荒や黒澤宗三郎はその代表的な

俳人である。

　最後に、伊昔紅の人となりが分かる一文を、当時東

京帝国大学生であった金子兜太の『狸の應召』（『寒雷』

昭和17年６月号）から引用する。

「よく病人を診た後、囲炉裏の傍で玉葱やもろこし餅

など焼いて貰って長い間話し込み、他の病人を忘れた

り、青年と談論してその日は一人も往診しなかったり

する程だから確かに人からは好かれるらしい。昔は赤

裸と頬髯で有名だった荒い若者も、今は白髪の老医に

なっているが、本質は残っているものでそうした面も

また人から尊敬されるのであろう。」
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校外学習施設紹介

東秩父村の歴史と文化を伝える
東秩父村和紙の里ふるさと文化伝習館

東秩父村教育委員会事務局　主事　井
いの

上
うえ

　知
とも

明
あき

【東秩父村和紙の里ふるさと文化伝習館】 【伝習館常設展示】

　東秩父村は、埼玉県西部に位置する県内で唯一の村
です。隣接する小川町と共に東秩父村は「和紙の里」と
呼ばれ、1300�年前もの昔から受け継がれてきた手漉

す

き
和紙の伝統を守り続けています。

東秩父村和紙の里ふるさと文化伝習館
埼玉県秩父郡東秩父村大字御堂441
TEL：0493-82-1468　FAX：0493-82-1334
開館時間：10時00分～15時00分
休�館�日：年末年始
入�館�料：無料
アクセス：
【電車・バスの場合】
・�東武東上線「小川町駅」からイーグルバスで
約25分
・�東武東上線・JR八高線「寄居駅」からイーグル
バスで約20分
【自動車の場合】
・�関越自動車道「嵐山小川IC」より約20分
・�関越自動車道「花園IC」より約25分

　ふるさと文化伝習館（以下、伝習館）では、東秩父村
の伝統文化に触れることができます。
　伝統産業である和紙や竹縄、郷土ゆかりの武士が奉納
した刀の写しや、昭和2（1927）年、アメリカ合衆国から
日本の子どもたちへ贈られた友情の人形「青い目の人形�
マーガレット・フォックス」を展示しています。
　１階では紙漉きの工程がわかる図（紙漉き工程図会）
や、実際に触れることのできる和紙、ユネスコ無形文化
遺産登録に関連する資料をはじめとした和紙関係の展
示をはじめ、年２回ほど企画展を開催しています（年度に
よって変動あり）。
　実際に触れることのできる和紙は、細川紙、石州半紙、
本美濃紙です。平成２６年に細川紙、石州半紙、本美濃
紙の手漉和紙技術が「和紙：日本の手漉和紙技術」とし
てユネスコ無形文化遺産に登録されました。この三紙は
原料に国内産楮のみを用い、伝統的な製法により紙を漉
いています。
　企画展では、縄文時代や民俗芸能、紙漉きなどさまざ
まなテーマで、村の歴史を紹介し、令和３年度は「青い
目の人形展」を開催しました。青い目の人形は、日米関
係が極度に緊張していた昭和２（1927）年、アメリカ合
衆国の親善人形計画に対し、渋沢栄一が賛同し日本国
際児童親善会の会長となり、受け入れ態勢を整え、日本
に贈られました。東秩父村にはニューヨーク生まれのマー
ガレット・フォックスが贈られました。青い目の人形展で
は、人形が贈られた当時の写真や、人形に付けられてい

たパスポートを期間限定で展示しました。また、展示解
説会を２回開催し、人形が贈られた小学校の特性や、マー
ガレット・フォックスが現存した経緯などについて説明し
ました。

　２階では紙漉きや農具、竹縄に関連する用具を間近
で見学することができます。竹縄は「たかなわ」と読
み、藁縄に比べて非常に強靭で、水に強く耐久性も高
いので、屋根下地、櫓

やぐら

、山
だ

車
し

、神
み

輿
こし

などさまざまな用
途に使われていました。
　毎年、県内をはじめ多くの方が見学に和紙の里を訪
れます。特に、秋の時期には連日、伝習館をはじめ細
川紙紙すき家屋などを見学に訪れ、伝習館は東秩父村
の歴史と伝統を学べる場となっています。

校
外
学
習

施
設
紹
介
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毎
日
の
体
温
を
記
録
し
た
メ
モ
を
残
し
て
あ
る
が
、例

え
ば
、十
一
月
二
十
九
日
七
時
に
三
十
六
・
〇
度
、十
八
時

四
十
分
に
三
十
八
・
九
度
。
十
二
月
三
日
八
時
十
分
に

三
十
六
・
八
度
、十
八
時
二
十
分
に
三
十
八
・
〇
度
と
い
う

具
合
で
あ
る
。
発
症
か
ら
一
か
月
程
し
て
、そ
の
医
師
の

紹
介
で
別
の
Ｃ
病
院
を
受
診
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

Ｃ
病
院
は
、初
診
者
は
初
め
に「
総
合
診
療
科
」で
診
察

を
受
け
、そ
の
診
断
で
、そ
の
後
の
診
療
科
を
振
り
分
け
る

シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
た
。そ
の
総
合
診
療
科
で
、年
配

の
総
合
診
療
医
は
、わ
ず
か
数
分
の
問
診
と
触
診
で
、「
こ

れ
は
、甲
状
腺
に
何
ら
か
の
細
菌
が
入
っ
て
炎
症
を
起
こ

し
て
い
る
が
、二
か
月
も
す
れ
ば
自
然
に
熱
が
下
が
り
ま

す
よ
。」と
言
っ
た
。そ
し
て
、二
か
月
す
る
頃
に
は
、本
当

に
熱
が
出
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

あ
れ
ほ
ど
原
因
が
分
か
ら
な
か
っ
た
病
状
を
、そ
の
総

合
診
療
医
が
直
ぐ
に
診
断
で
き
た
の
は
、そ
れ
ま
で
に
多�

く
の
患
者
や
症
例
と
接
し
て
経
験
を
積
み
重
ね
、診
断
を

導
く
多
く
の「
引
き
出
し
」を
自
分
の
中
に
持
っ
て
い
た
か

ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。は
た
し
て
私
達
は
、こ
の
医
師

の
よ
う
に
、生
徒
一
人
ひ
と
り
を
見
て
適
切
な「
処
方
箋
」

を
出
せ
る
よ
う
な
教
員
に
な
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、Ａ
Ｉ
の
進
歩
で
、検
査
結
果
の
数
値

や
画
像
や
問
診
内
容
を
入
力
す
れ
ば
、Ａ
Ｉ
が
的
確
に
診

断
す
る
時
代
が
来
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　

Ａ
Ｉ
技
術
の
進
歩
で
、学
校
教
育
の
十
年
後
・
二
十
年
後

は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。こ
の
三
十
年
間

の
変
化
以
上
に
大
き
く
変
化
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

コ ラ ム

県
立
所
沢
高
等
学
校
教
頭

井い

原は
ら

　
章あ

き
ら

　

三
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
る
。

　

当
時
勤
務
し
て
い
た
工
業
高
校
が
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を

利
用
し
た
教
材
作
成
に
つ
い
て
全
校
で
研
究
し
、報
告
書

を
作
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
工
業
高
校
と
は
い
え
、コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
連
す
る
学
科
以
外
で
は
ま
だ
利
用
は
少

な
く
、普
通
教
科
で
は
、パ
ソ
コ
ン
に
興
味
を
持
っ
た
先
進

的
な
数
名
の
教
員
が
利
用
す
る
程
度
で
あ
っ
た
。市
販
の

個
人
向
け
ワ
ー
プ
ロ
の
多
く
は
液
晶
画
面
が
わ
ず
か
数
行
、

と
い
う
時
代
で
あ
る
。

　

各
教
科
か
ら
一
名
が
委
員
と
な
り
、そ
の
研
究
報
告
書

に
各
教
科
の
取
組
を
報
告
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、社
会

科（
現
在
は
地
歴
・
公
民
科
）か
ら
は
、パ
ソ
コ
ン
と
は
縁
遠

か
っ
た
私
が
委
員
と
な
っ
た
。

　

現
在
の
文
書
作
成
ソ
フ
ト
や
表
計
算
ソ
フ
ト
で
あ
れ
ば

簡
単
に
で
き
る
様
々
な
文
字
入
力
や
編
集
作
業
も
、当
時

は
、現
在
の
よ
う
な
機
能
を
持
つ
ソ
フ
ト
が
な
い
時
代
で

あ
る
。
私
は
研
究
報
告
書
に「
教
材
作
成
に
多
く
の
労
力

と
時
間
を
要
す
る
割
に
は
効
果
が
少
な
く
、負
担
が
大
き

い
。」と
い
う
趣
旨
の
報
告
を
書
い
た
記
憶
が
あ
る
。

　

そ
の
後
の
パ
ソ
コ
ン
や
ソ
フ
ト
の
目
覚
ま
し
い
進
歩
は

周
知
の
と
お
り
で
、今
に
し
て
思
え
ば
、中
長
期
的
な
視
点

を
欠
い
た
報
告
を
し
て
し
ま
い
恥
ず
か
し
い
限
り
で
あ
る
。

　

令
和
五
年
度
入
学
生
か
ら
は
、全
て
の
県
立
高
校
で
も

「
一
人
一
台
端
末
」の
取
組
が
始
ま
る
。こ
の
よ
う
な
Ｉ
Ｃ

Ｔ
を
活
用
し
た
授
業
が
日
常
化
す
る
な
ど
、三
十
年
前
の

私
に
は
全
く
想
像
で
き
ず
に
い
た
。
教
育
の「
不
易
と
流

行
」と
言
わ
れ
る
が
、教
材
作
成
技
術
の
進
歩
は
、「
流
行

（
変
化
）」の
最
た
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

　

三
十
年
後
の
授
業
で
は
、い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
機
器

や
教
材
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、

生
身
の
教
員
に
代
わ
っ
て
Ａ
Ｉ
ロ
ボ
ッ
ト
が
授
業
を
し
て

い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
願
う
。

　

少
し
前
に
な
る
が
、平
成
二
十
六
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
の
オ
ズ
ボ
ー
ン
教
授（
当
時
は
准
教
授
）ら
に
よ
っ

て
、「
雇
用
の
未
来
」と
い
う
論
文
が
発
表
さ
れ
る
と
、「
Ａ

Ｉ
に
代
替
さ
れ
る
可
能
性
の
高
い
職
業
」が
話
題
と
な
っ

た
。こ
れ
を
機
に
様
々
な
と
こ
ろ
か
ら
同
様
の
報
告
が
出

さ
れ
、中
に
は「
中
学
校
ま
で
の
教
員
は
Ａ
Ｉ
で
は
置
き
替

わ
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、高
校
の
教
員
は
今
後
無
く
な
る
可

能
性
が
高
い
。」と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
。

　

私
た
ち
高
校
教
員
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
や
役
割
等
、

高
校
教
育
の「
不
易
」と
考
え
ら
れ
て
き
た
部
分
さ
え
も

「
流
行（
変
化
）」す
る
時
代
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

話
は
変
わ
る
が
、
平
成
十
六
年
十
一
月
に
、
突
然
、

三
十
八
度
を
越
え
る
発
熱
が
起
き
た
。夜
に
服
用
し
た
風

邪
薬
で
翌
朝
に
は
三
十
六
度
台
に
下
が
る
の
で
出
勤
す
る

が
、午
後
に
は
再
び
三
十
八
度
台
に
上
が
る
状
態
が
何
日

も
続
い
た
。
翌
年
度
か
ら
の
単
位
制
移
行
に
向
け
、教
務

主
任
と
し
て
準
備
に
奔
走
し
て
い
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
ん
な
あ
る
日
、校
長
室
に
呼
ば
れ
た
。
医
者
に
行
か
な

い
私
に
業
を
煮
や
し
た
妻
が
校
長
に
電
話
を
し
た
こ
と
で

校
長
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、「
直
ぐ
医
者
に
行
き
な
さ

い
。」と
言
わ
れ
て
早
退
し
た
。

　

初
め
は
、か
か
り
つ
け
医
の
Ａ
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
受
診
し

た
が
原
因
は
分
か
ら
ず
、次
に
、Ｂ
病
院
を
受
診
し
た
。

　

そ
の
Ｂ
病
院
で
、血
液
検
査
や
Ｃ
Ｔ
検
査
等
を
何
回
か

行
っ
た
が
、若
手
の
医
師
は
、「
体
内
で
激
し
い
炎
症
が
起

き
て
い
る
こ
と
を
示
す
数
値
が
出
て
い
る
が
、原
因
は
分

か
ら
な
い
。」と
い
う
。朝
か
ら
徐
々
に
体
温
が
上
が
る
が
、

授
業
を
す
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
、薬
を
服
用
し
て
朝
ま

で
に
平
熱
に
下
げ
て
出
勤
す
る
生
活
が
続
い
た
。

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

　

工
業
高
校
と
普
通
高
校（
2
校
）で
教
諭
お
よ
び
主

幹
の
後
、
特
別
支
援
学
校
教
頭
、
工
業
高
校
教
頭
、

夜
間
定
時
制
副
校
長
を
経
て
、
Ⅱ
部
制
定
時
制
総
合

学
科
の
狭
山
緑
陽
高
等
学
校
長
で
定
年
退
職
。
教
頭

と
し
て
総
合
技
術
高
校
と
普
通
高
校
に
勤
務
。

•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••

Ａ
Ｉ
技
術
が
開
く

　
　

学
校
教
育
の
未
来
は
？



令和４年度 第57回
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村田　結菜
むら た ゆう な
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